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【長野県人権啓発センター】　人権相談

　 事 業 の 内 容 　	� 様々な人権に関する問題についてお悩みの方は、相談員が丁寧に相談に

応じますのでご利用ください。相談は無料で秘密は固く守られます。

	� なお、性の多様性に関する相談は、内容に応じて専門の相談員にお取次

ぎします。

　 相 談 対 象 者 　	 悩みごとのある方

　 相 談 担 当 者 　	 人権啓発・相談員

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談（電話以外の方法による相談はお受けできません。）

　 問 合 せ 先 　	 人権相談専用電話

	 ０２６- ２７４- ３２３２

	 火曜日から日曜日(センター指定の休館日※を除く） �

	 ８：３０～１７：００

	 　※休館日　・毎週月曜日（祝日、振替休日にあたるときは開館）

	 　　　　　　・祝日の翌日（土・日・祝日にあたるときは開館）

	 　　　　　　・�センターが定める日（年末年始・県立歴史館の休館日など）

　 施 設 所 在 地 　	 〒387-0007

	 千曲市屋代260-6　長野県立歴史館内

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.pref.nagano.lg.jp/jinken-danjo

	 /kurashi/jinkendanjo/jinken/main/kehatsucenter/index.html

　 担 　 当 　 課 　	 県民文化部人権・男女共同参画課

毎週月・火曜日
９：００～１６：３０

00125541
取り消し線

00125541
長方形

00125541
長方形

00125541
取り消し線

00125541
鉛筆
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【長野地方法務局】　人権相談

　 事 業 の 内 容 　	� 「いじめ・体罰」など子どもに関する問題、家庭内における様々な問題、

隣近所のもめ事、プライバシーに関する問題など、毎日の暮らしの中で

起こる様々な問題についてお悩みの方は、人権擁護委員が丁寧に相談に

応じますのでご利用ください。相談は無料で秘密は固く守られます。

　 相 談 対 象 者 　	� 悩みごとのある方

　 相 談 担 当 者 　	� 人権擁護委員、人権擁護担当職員

　 相 談 の 方 法 　	� 電話相談、インターネット相談

　 問 合 せ 先 　	 ○�みんなの人権１１０番　　

	 　０５７０-０
ぜろぜろみんなの

０３- １
ひゃくとうばん

１０（全国共通人権相談ダイヤル）
	 　平日　 ８：３０～１７：１５

	 ○女性の人権ホットライン　　０５７０-０７０-８１０

	 　平日　 ８：３０～１７：１５

	 ○こどもの人権１１０番　　　０１２０-００７-１１０

	 　平日　 ８：３０～１７：１５

	 ○一般相談電話

名称 電話番号 所在地

長野地方法務局
人 権 擁 護 課

（代表）
０２６-２３５-６６１１

〒380-0846長野市大字長野旭町
1108

飯 山 支 局 ０２６９-６２-２３０２ 〒389-2253飯山市大字飯山1080

上 田 支 局 ０２６８-２３-２００１ 〒386-0017上田市踏入1-3-29

佐 久 支 局 ０２６７-６７-２２７２ 〒385-0011佐久市猿久保890-4

松 本 支 局 ０２６３-３２-２５７１ 〒390-0877松本市沢村2-12-46

木 曽 支 局 ０２６４-２２-２１８６ 〒397-0001木曽郡木曽町福島
4926-3

大 町 支 局 ０２６１-２２-０３７９ 〒398-0002大町市大町2943-5

諏 訪 支 局 ０２６６-５２-１０４３ 〒392-0026諏訪市大手1-21-20

飯 田 支 局 ０２６５-２２-００１４ 〒395-0053飯田市大久保町
2637-3

伊 那 支 局 ０２６５-７８-３４６２ 〒396-0015伊那市中央5064-1

	 　平日 ８：３０～１７：１５

	 ○インターネット相談　https://www.jinken.go.jp/

　 担 　 当 　 課 　	 長野地方法務局 人権擁護課　長野地方法務局人権擁護課

令和７年10月１日から国の相談窓口
「女性の人権ホットライン（0570-070-810）」が、
「みんなの人権110番（0570-003-110）」に統合されます。
「女性の人権ホットライン」に相談希望の方は、
「みんなの人権110番」にご相談ください。
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同和問題に関する相談

　 事 業 の 内 容 　	 同和問題に関する相談対応

　 相 談 対 象 者 　	 制限はありません。

　 相 談 担 当 者 　	 職員

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、来所による面接相談

　 問 合 せ 先 　	 ○県民文化部人権・男女共同参画課

	 　０２６-２３５-７１０６（県庁内線　３７４５）

	 ○長野県人権啓発センター

	 　相談専用電話　　０２６-２７４-３２３２

	 ○各地域振興局総務管理（・環境）課

佐 久 ０２６７-６３-３１３３
上 田 ０２６８-２５-７１１３
諏 訪 ０２６６-５７-２９０２
上 伊 那 ０２６５-７６-６８０３
南 信 州 ０２６５-５３-０４０２
木 曽 ０２６４-２５-２２１３
松 本 ０２６３-４０-１９０３
北アルプス ０２６１-２３-６５０２
長 野 ０２６-２３４-９５３１
北 信 ０２６９-２３-０２１４

	 ○教育委員会事務局心の支援課

	 　０２６-２３５-７４５０（県庁内線　４４３３、４４３４、４４３５）

	 ○各教育事務所

東 信 ０２６７-３１-０２５２

南 信 ０２６５-７６-６８６１

中 信 ０２６３-４０-１９７７

北 信 ０２６-２３４-９５５２

	 　受付時間　平日　８：３０～１７：１５

　 施 設 所 在 地 　	 ７２・７３ページ参照

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 人権・男女共同参画課

	 https://www.pref.nagano.lg.jp

	 /kurashi/jinkendanjo/sodan/index.html

	 教育委員会事務局心の支援課

	 https://www.pref.nagano.lg.jp

	 /kyoiku/kokoro/goannai/soshiki/shienshitsu.html

　 担 　 当 　 課 　	 県民文化部人権・男女共同参画課

	 教育委員会事務局心の支援課
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長野県多文化共生相談センター
　 事 業 の 内 容 　	� 県内に暮らす外国人や外国人を雇用する企業等の相談に多言語※で対応

するとともに、生活に必要な情報の発信を行う。
	 ※次の15言語以上に対応できます。
	 　�中国語、ポルトガル語、タガログ語、韓国語、ベトナム語、タイ語、

英語、インドネシア語、スペイン語、ネパール語、マレー語、ミャンマー
語、フランス語、クメール語、ドイツ語

　 相 談 対 象 者 　	 県内に暮らす外国人等

　 相 談 担 当 者 　	 長野県多文化共生相談センター相談員

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、来所による面接相談、予約制によるオンライン相談

　 問 合 せ 先 　	 長野県多文化共生相談センター

	 ０２６－２１９－３０６８　又は　０８０－４４５４－１８９９
	 月曜日～金曜日（第１・３水曜日を除く）および、第１・３土曜日
	 １０：００～１８：００
　 施 設 所 在 地 　	 長野市新田町1485-1　もんぜんぷら座３階

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.naganoken-tabunka-center.jp/

　 担 　 当 　 課 　	 県民文化部県民政策課多文化共生係

【東京出入国在留管理局長野出張所】
　 業 務 の 内 容 　	 １　在留審査一般

	 ２　海港業務
　 相 談 対 象 者 　	 長野県在住の外国人及び日本人の関係者

　 相 談 担 当 者 　	 長野出張所職員

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、来庁による面接相談

　 問 合 せ 先 　	 東京出入国在留管理局長野出張所

	 ０２６- ２３２- ３３１７
	 １　電話相談　
	 　　平日　９：００～１７：００
	 ２　面接相談
	 　　平日　９：００～１６：００
	 ３　外国語による電話相談については、下記まで電話願います。
	 　　外国人在留総合インフォメーションセンター
	 　　０５７０－０１３９０４
	 　　（ＩＰ電話・海外から：０３－５７９６－７１１２）
	 　　平日　８：３０～１７：１５
　 施 設 所 在 地 　	 〒380-0846　長野市旭町1108 　長野第一合同庁舎３階

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 出入国在留管理庁ホームページ  http://www.moj.go.jp/isa/index.html
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女性支援事業（女性相談支援センター　女性相談）
　 事 業 の 内 容 　	 ・女性に関する諸問題（夫婦・親子・嫁姑・対人関係・就職・住宅等）の相談と助言
	 ・ＤＶ被害者等に対し保護や自立のために必要な情報提供等の支援
　 相 談 対 象 者 　	 制限はありません。
　 相 談 担 当 者 　	 女性相談支援員
　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、来所による面接相談（男性は電話相談のみ）、メール相談
　 問 合 せ 先 　	 女性相談支援センター
	 電話番号　０２６-２３５-５７１０　（相談専用電話）
	 受付時間　平日　８：３０～１７：１５
	 メールアドレス　w-shien@pref.nagano.lg.jp
	 受付時間　２４時間（平日８：３０～１７：１５に返信）
　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.pref.nagano.lg.jp/joseisodan/index.html
　 担 　 当 　 課 　	 県民文化部こども若者局こども・家庭課 児童相談・養育支援室

女性のための相談
　 事 業 の 内 容 　	� 女性が生活の中で抱えている悩みや、困っていること（家族のこと、夫婦のこと、

男女関係、職場や地域での人間関係、配偶者からの暴力など）の相談に対応します。
　 相 談 対 象 者 　	 原則として女性　
　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、来所による面接相談
　 問 合 せ 先 　	 長野県男女共同参画センター “あいとぴあ”
	 相談・面談予約専用電話　０２６６-２２- ８８２２
	 ○一般相談（電話・面接） 　　　担当：男女共同参画相談員（女性）
	 　火～土（祝日は除く）　 ９：００～１２：００,　１３：００～１６：３０
	 ○法律相談（面接・要予約・相談時間１人３０分） （相談料は無料です）
	 　・担当：女性弁護士
	 　・相談時間・会場
	 　　毎月第１木曜日　１３：００～１６：００ 
	 　　（会場：長野県男女共同参画センター “あいとぴあ”）
	 　　毎月第３木曜日　１１：００～１２：００（会場：長野市内　予約時にご案内）
	 　・申込　電話申し込みによる予約制
	 　・申込受付時間　
	 　火～土（祝日は除く） 　９：００～１２：００, １３：００～１６：３０
	 ○カウンセリング　　　担当：女性カウンセラー
	 　（面接・要予約・相談時間１人５０分）（相談料は無料です）
	 　・相談時間・会場
	 　　毎月第２土曜日、第４金曜日　１０：００～１５：００
	 　　（会場：長野県男女共同参画センター “あいとぴあ”）
　 施 設 所 在 地 　	 〒394-0081　岡谷市長地権現町四丁目11番51号
	 長野県男女共同参画センター “あいとぴあ”　　　
　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.pref.nagano.lg.jp/aitopia/index.html
　 担 　 当 　 課 　	 県民文化部人権・男女共同参画課
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長野県性暴力被害者支援センター ”りんどうハートながの”

　 事 業 の 内 容 　	� 長野県性暴力被害者支援センターは、性暴力の被害者に対し、被害直後

から総合的な支援を可能な限りワンストップで提供する相談窓口です。

被害者の心身の負担を軽減し、その健康の回復を図るため、医療支援の

ほか、心理的支援や法的支援等のコーディネートを行います。

　 相 談 対 象 者 　	 性暴力の被害に遭われた方、またはその家族や友人など

　 相 談 担 当 者 　	 専門の研修を受けた女性の相談員が対応します。

　 支 援 の 内 容 　	� ア　�支援員による電話、メール及び面接での相談、支援のコーディネー

ト、同行支援等

	 イ　産婦人科等医療、心理カウンセリング、法律相談等の支援へのつなぎ

	 ウ　支援に係る費用の一部負担

　 問 合 せ 先 　	 電話相談（２４時間３６５日）　＃８８９１（通話料無料）又は　

	 ０２６－２３５－７１２３ 

	 E-mail　rindou-heart@pref.nagano.lg.jp

　 担 　 当 　 課 　	 県民文化部人権・男女共同参画課

家庭福祉相談事業（女性相談）

　 事 業 の 内 容 　	 ・�女性に関する諸問題（夫婦・親子・嫁姑・就職・住宅・医療等）の相談と助言

	 ・ＤＶ被害者等に対し保護や自立のために必要な情報提供等の支援

　 相 談 対 象 者 　	 制限はありません。

　 相 談 担 当 者 　	 女性相談支援員

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、来所による面接相談

　 問 合 せ 先 　	 各保健福祉事務所福祉課

佐 久 ０２６７-６３-３１４２ 木 曽 ０２６４-２５-２２１９
上 田 ０２６８-２５-７１２３ 松 本 ０２６３-４０-１９１４
諏 訪 ０２６６-５７-２９１１ 大 町 ０２６１-２３-６５０８
伊 那 ０２６５-７６-６８１１ 長 野 ０２６-２２５-９０５７
飯 田 ０２６５-５３-０４１１ 北 信 ０２６９-６２-３９４３

	 受付時間　平日　８：３０～１７：１５

　 施 設 所 在 地 　	 各保健福祉事務所（７３ページ参照）

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.pref.nagano.lg.jp

	 /jinken-danjo/kurashi/jinkendanjo/sodan/jose/sodan-09.html

　 担 　 当 　 課 　	 県民文化部こども若者局こども・家庭課 児童相談・養育支援室
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しあわせ信州結婚応援事業

　 事 業 の 内 容 　	 ・婚活支援センターの運営

	 ・県内の公的結婚相談所の紹介

	 ・結婚相談ボランティアの紹介

	 ・婚活イベント情報の提供

	 ・ながの結婚マッチングシステム（結婚希望者登録情報システム）の登録

	 ・個別相談

　 相 談 対 象 者 　	 結婚を希望する独身男女及びその家族等

　 相 談 担 当 者 　	 婚活コーディネーター

　 相 談 の 方 法 　	 ・電話相談：月～金曜日（午前９時から午後５時まで）

	 　電話番号　０２６-２３６-３２７７

	 ・来所による面接相談（要予約）

	 　月～金曜日（午前９時から午後５時まで）

	 ・メール相談（返信可能なアドレスでの相談をお願いします。）

	 　Ｅメール：konkatsu-nagano@shinmai.co.jp

	 ※上記いずれも、祝日及び年末年始（12月29日～1月3日）を除きます。

　 問 合 せ 先 　	 長野県婚活支援センター

	 電話番号　０２６-２３６-３２７７

　 施 設 所 在 地 　	 長野市南県町657　信濃毎日新聞社内

	 ※令和７年４月から民間委託により運営しています。

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.cheerful-nagano.com/

　 担 　 当 　 課 　	 県民文化部こども若者局次世代サポート課

にんしんＳＯＳながの

　 事 業 の 内 容 　	 思いがけない妊娠や産前・産後の生活で悩みのある方のための相談窓口です。

	� 福祉を専門としたスタッフが相談された方の自己選択を尊重しながら、医療・

福祉・その他必要な支援をコーディネートします。

	 個人情報を守りながら、関係機関の専門家と協力して支援します。

　 相 談 対 象 者 　	 思いがけない妊娠や、産前・産後の生活で悩みのある方

　 相 談 担 当 者 　	 福祉を専門としたスタッフが対応します

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談　メール相談　面接相談

　 問 合 せ 先 　	 電話相談：０１２０－６８－１１９２

	 メール：ninsin.sos@keiroen.or.jp

	 インターネット「にんしんＳＯＳながの」で検索

	 フェイスブック「にんしんＳＯＳながの」で検索

	 ２４時間３６５日受付しています。匿名相談可能です。相談は無料です。

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 http://nyujiin.keiroen.or.jp/ninsin-sos/

　 担 　 当 　 課 　	 県民文化部こども若者局こども・家庭課 児童相談・養育支援室
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不妊・不育専門相談センター事業

　 事 業 の 内 容 　	� 不妊・不育症に関する悩みへの相談及び情報提供（原因、治療方法、不妊治療費

助成制度等）を行う。　

　 相 談 対 象 者 　	 不妊・不育症に悩む方

　 相 談 担 当 者 　	 ・不妊・不育専門相談員

	 ・産婦人科医師

　 相 談 の 方 法 　	 ・電話相談：毎週火・木曜日（午前10時から午後4時まで）

	 　毎週土曜日（午後1時から午後4時まで）

	 　電話番号　０２６３-３５- １０１２（専用）

	 ・来所による面接相談（要予約）

	 　不妊・不育専門相談員

	 　毎週火・木曜日（午前10時から午後４時まで）

	 　毎週土曜日（午後１時から午後４時まで）

	 　産婦人科医師 ：毎月第４木曜日（午後１時30分から午後４時まで）

	 ・メール相談（回答は火・木・土曜日）（返信可能なアドレスでの相談をお願いします。）

	 　Ｅメール：funin@nursen.or.jp

　 問 合 せ 先 　	 長野県看護協会会館（（公社）長野県看護協会内）

	 電話番号　０２６３-３５－０４２１

　 施 設 所 在 地 　	 長野県看護協会会館（（公社）長野県看護協会内）

	 〒390-0802　　松本市旭2-11-34

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://ninkatsu.pref.nagano.lg.jp/consulting/

	 https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/boshishika/kenkosodan.html

　 担 　 当 　 課 　	 健康福祉部疾病・感染症対策課

性と健康の相談支援事業「性と健康の助産師相談」

　 事 業 の 内 容 　	� プレコンセプションケア（女性やカップルを対象として、将来の妊娠のための健

康管理を促す取組）を含め、男女問わず、性や生殖などの健康に関する電話相談

を行う。

　 相 談 対 象 者 　	 性や生殖などの健康について悩む方

　 相 談 担 当 者 　	 助産師

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談：毎週木曜日（午前10時から午後２時、午後７時から午後９時）

	 電話番号　０２６３-３１- ００１５

　 問 合 せ 先 　	 （一社）長野県助産師会

	 電話番号　０２６３-３１- ０８８０

	 〒390-0851　松本市島内4660-4

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://ninkatsu.pref.nagano.lg.jp/consulting/

	 https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/boshishika/kenkosodan.html

　 担 　 当 　 課 　	 健康福祉部疾病・感染症対策課
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家庭福祉相談事業（ひとり親等相談）

　 事 業 の 内 容 　	� ひとり親家庭等の生活全般の相談に応じ、その自立に必要な助言を行う

とともに、併せて職業能力の向上や求職活動に関する支援を行う。

　 相 談 対 象 者 　	 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦

　 相 談 担 当 者 　	 母子・父子自立支援員

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、来所による面接相談

　 問 合 せ 先 　	 各保健福祉事務所

佐 久 ０２６７-６３-３１４２ 木 曽 ０２６４-２５-２２１９
上 田 ０２６８-２５-７１２３ 松 本 ０２６３-４０-１９１４
諏 訪 ０２６６-５７-２９１１ 大 町 ０２６１-２３-６５０８
伊 那 ０２６５-７６-６８１１ 長 野 ０２６-２２５-９０５７
飯 田 ０２６５-５３-０４１１ 北 信 ０２６９-６２-３９４３

	 受付時間　平日　８：３０～１７：１５

　 施 設 所 在 地 　	 各保健福祉事務所（７３ページ参照）

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei

	 /kensei/soshiki/soshiki/kencho/kodomo/index.html

　 担 　 当 　 課 　	 県民文化部こども若者局こども・家庭課

ひとり親家庭就業・自立支援事業

　 事 業 の 内 容 　	� ひとり親家庭等を対象に、就業促進のための相談・支援やハローワーク

と連携した就業情報の提供を行う。

　 相 談 対 象 者 　	 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦

　 相 談 担 当 者 　	 就業支援員

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、来所による面接相談

　 問 合 せ 先 　	 上田保健福祉事務所　福祉課 ０２６８-２５-７１２３
伊那保健福祉事務所　福祉課 ０２６５-７６-６８１１
松本保健福祉事務所　福祉課 ０２６３-４０-１９１４
長野保健福祉事務所　福祉課 ０２６-２２５-９０５７

	 ・受付時間　平日　８：３０～１７：１５

　 施 設 所 在 地 　	 上田、伊那、松本、長野保健福祉事務所福祉課（７３ページ参照）

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei

	 /kensei/soshiki/soshiki/kencho/kodomo/index.html

　 担 　 当 　 課 　	 県民文化部こども若者局こども・家庭課
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【長野地方法務局】人権相談（女性の人権ホットライン）

　 問 合 せ 先 　	 ○女性の人権ホットライン

	 　０５７０-０７０-８１０

	 　平日　 ８：３０～１７：１５

	 　※詳細は２ページを参照

男性のための相談

　 事 業 の 内 容 　	� 家庭、夫婦、人間関係、生き方などに悩む男性からの相談に、男性相談員が電

話で対応します。

　 相 談 対 象 者 　	 長野県在住・在勤または在学の男性

　 相 談 担 当 者 　	 男性の相談員

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談

　 問 合 せ 先 　	 長野県男女共同参画センター “あいとぴあ”

	 男性相談専用電話　０２６６－２２－７１１１

	 毎週金曜日　 １７：００～１９：００

	 （令和７年８月１５日、１０月３１日、令和８年１月２日、３月２０日はお休み）

　 施 設 所 在 地 　	 〒394-0081　岡谷市長地権現町四丁目11番51号

	 長野県男女共同参画センター “あいとぴあ”

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.pref.nagano.lg.jp/aitopia/index.html

　 担 　 当 　 課 　	 県民文化部人権・男女共同参画課

性的マイノリティに関する相談

　 問 合 せ 先 　	 ○長野県人権啓発センター

	 　０２６－２７４－３２３２

	 　火曜日から日曜日（センター指定の休館日を除く）　 ８：３０～１７：００

	 　※詳細は１ページを参照（内容に応じて専門の相談員にお取次ぎします。）

	 ○学校生活相談センター（２４時間子どもＳＯＳダイヤル）

	 　※児童・生徒に関する相談や学校生活に関する相談

	 　０１２０－０－７８３１０

	 　２４時間

	 　※詳細は１３ページを参照

	 ○子ども支援センター

	 　※子どもに関する様々な相談

　	 　子ども専用ダイヤル（無料）　０８００－８００－８０３５

	 　大人用電話　　０２６－２２５－９３３０

	 　受付時間　月～土　午前10時～午後６時（日曜日、祝日、年末年始は休み）

	 　※詳細は１２ページを参照

令和７年10月１日から国の相談窓口
「女性の人権ホットライン（0570-070-810）」が、
「みんなの人権110番（0570-003-110）」に統合されます。
「女性の人権ホットライン」に相談希望の方は、
「みんなの人権110番」にご相談ください。

９：００～１６：３０
水曜日

00125541
取り消し線

00125541
取り消し線
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児童虐待・ＤＶ24時間ホットライン

　 事 業 の 内 容 　	� 児童虐待の通告及びＤＶ被害に関する通報を、24時間電話により専任の

電話相談員が受け付け、必要に応じて、児童相談所、女性相談支援セン

ターへ緊急連絡する。

　 相 談 対 象 者 　	 児童本人、女性本人、家族、学校や保育所の教職員、地域の方々等

　 相 談 担 当 者 　	 電話相談員

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談

　 問 合 せ 先 　	 長野県児童虐待・ＤＶ24時間ホットライン

	 ０２６- ２１９- ２４１３

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/24hotline.html

　 担 　 当 　 課 　	 県民文化部こども若者局こども・家庭課 児童相談・養育支援室

児童福祉（児童相談所）

　 事 業 の 内 容 　	� 児童の福祉についての相談（養護、育成、非行、障がい等）、調査、判定、

及び指導を行い、児童の健全な育成と福祉の増進を図る。

　 相 談 対 象 者 　	 児童本人、家族、学校や保育所の教職員、地域の方々等

　 相 談 担 当 者 　	 児童福祉司、児童心理司

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、来所による面接相談（電話でお申し込みください。）

　 問 合 せ 先 　	 各児童相談所

中央 ０２６-２３８-８０１０

松本 ０２６３-９１-３３７０

飯田 ０２６５-２５-８３００

諏訪 ０２６６-５２-００５６

佐久 ０２６７-６７-３４３７

	 受付時間　平日　８：３０～１７：１５

　 施 設 所 在 地 　	 中央 〒380-0872 長野市大字南長野妻科282-7　

松本 〒390-1401 松本市波田9986

飯田 〒395-0157 飯田市大瀬木1107-54  

諏訪 〒392-0131 諏訪市大字湖南3248-3

佐久 〒385-0022 佐久市岩村田3152-1

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.pref.nagano.lg.jp/chuojido/index.html

　 担 　 当 　 課 　	 県民文化部こども若者局こども・家庭課 児童相談・養育支援室
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子ども支援センター

　 事 業 の 内 容 　	� 子どもが抱えるいじめ、体罰等の悩みのほか、保護者が抱える育児や子

育ての悩みなど子どもに関する様々な相談に対する助言を行う。

　 相 談 対 象 者 　	 子ども本人、保護者、子どもの育ちを支える者

　 相 談 担 当 者 　	 電話相談員、調査・連携推進員、特別調査員

　 相 談 の 方 法 　	 電話、来庁による面接相談、メール

　 問 合 せ 先 　	 ○子ども専用ダイヤル（無料）　０８００－８００－８０３５

	 　大人用電話　０２６－２２５－９３３０

	 　受付時間　月～土　午前10時～午後６時

	 　（日曜日、祝日、年末年始は休み）

	 ○メールアドレス　kodomo-shien@pref.nagano.lg.jp

　 施 設 所 在 地 　	 県庁こども・家庭課内（７２ページ参照）

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	� https://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-shien

	 /kensei/soshiki/soshiki/kencho/kodomo-shien/index.html

　 担 　 当 　 課 　	 県民文化部こども若者局こども・家庭課 児童相談・養育支援室

児童家庭支援センター

　 事 業 の 内 容 　	� 虐待や非行等の子どもの福祉に関する問題について、子どもやその保護

者等からの相談に応じ、必要な助言を行なう。

　 相 談 対 象 者 　	 児童本人、保護者、家族、地域住民　等

　 相 談 担 当 者 　	 心理相談員・相談支援員

　 相 談 の 方 法 　	 電話・来所

　 問 合 せ 先 　	 ○下伊那こども家庭支援センター「こっこ」
　電　話　０２６５－３５－８０８０
　所在地　〒399-3202
　　　　　下伊那郡豊丘村神稲4461-1

○松代児童相談センター　　
　電　話　０２６－２１４－５９５５
　所在地　〒381-1221
　　　　　長野市松代町東条108-2

○けいあい地域子育て支援相談室　
　電　話　０２６－２１４－１１６５
　所在地　〒387-0021
　　　　　千曲市稲荷山3842-1

〇児童家庭支援センター　つつじ
　電　話　０２６６－７５－１１０８
　所在地　〒391－0001
　　　　　茅野市ちの3502－1ベルビア３階

〇松本児童家庭支援センター　あいく
　電　話　０２６３－８８－３０３０
　所在地　〒390－0802
　　　　　松本市旭2－11－30　
　　　　　長野県旭町庁舎１階

〇児童家庭支援センター　スミール
　電　話　０２６７－４５－１０８１
　所在地　〒389－0115
　　　　　北佐久郡軽井沢町追分1422

　 担 　 当 　 課 　	 県民文化部こども若者局こども・家庭課 児童相談・養育支援室
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学校生活相談センター（24時間子どもＳＯＳダイヤル)

　 事 業 の 内 容 　	� いじめや不登校など、学校生活で起きる問題で悩んでいる子どもや保護者から

の相談に応じます。また、相談者の希望により関係機関へつなぎ、問題の改善

を図ります。

　 相 談 対 象 者 　	 いじめや不登校など、学校生活で起きる問題で悩んでいる子ども・保護者など

　 相 談 担 当 者 　	 心理専門相談員、指導主事

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、メール・手紙による相談、来所による面接相談

　 問 合 せ 先 　	 「学校生活相談センター」

	 相談専用電話　０１２０－０－７８３１０

	 メール　gakko-sodan@pref.nagano.lg.jp

	 受付時間　２４時間　

　 施 設 所 在 地 　	 県庁８階　教育委員会事務局心の支援課内（７２ページ参照）

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyoiku/shido/sodan/sodan.html

　 担 　 当 　 課 　	 教育委員会事務局心の支援課

発達障がいのある子ども・若者の教育相談支援事業

　 事 業 の 内 容 　	 ・発達障がいのある子ども・若者の自立・進学等に向けた教育相談支援

	 ・相談者のニーズに応じた、自己理解を促すプログラムの提供

　 相 談 対 象 者 　	 発達障がいのある子ども・若者

　 相 談 担 当 者 　	 発達障がい者支援の知識・経験を有する者

　 相 談 の 方 法 　	 電話又は来所

　 問 合 せ 先 　	 特定非営利活動法人翔和学園

	 電話：070-2238-5797（平日9時から16時）

　 施 設 所 在 地 　	 長野市伊勢宮1-22-5　Mシティビル２階

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://showa-gakuen.net/nagano

　 担 　 当 　 課 　	 県民文化部こども若者局次世代サポート課

チャイルドライン（長野県チャイルドライン推進協議会）

　 事 業 の 内 容 　	 18歳までのお子さんの困りごと、悩みごとの声を受けとめます。

　 相 談 対 象 者 　	 18歳までの子ども

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談

　 問 合 せ 先 　	 チャイルドライン

	 相談専用電話　0120-99-7777（相談専用電話）

	 受付時間　毎日　16:00 ～21:00

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://childline.or.jp/

　 担 　 当 　 課 　	 県民文化部こども若者局次世代サポート課
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子ども・若者総合相談事業
　 事 業 の 内 容 　	 ・�ニート、ひきこもり等により社会生活を営む上で困難を有する者に対する相談支援
	 ・困難を有する者が社会に関わる入口として参加することのできる居場所の運営

　 相 談 対 象 者 　	 ニート、ひきこもり等により社会生活を営む上で困難を有する概ね30代までの者
　 相 談 担 当 者 　	 子ども・若者支援の知見を有する職員
　 相 談 の 方 法 　	 電話、電子メール、FAX、来所、訪問及びオンライン（圏域によって異なる）
　 問 合 せ 先 　	

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.pref.nagano.lg.jp/jisedai/kyoiku/kodomo/shisaku/kyougikai.html
　 担 　 当 　 課 　	 県民文化部こども若者局次世代サポート課

長野県ヤングケアラー専用相談窓口
　 事 業 の 内 容 　	� 「ヤングケアラー」とは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常

的に行っているこどものことをいいます。責任や負担の重さにより、学業や友人関係な

どに影響が出てしまうことがあります。

	� 家族のお世話をしていることで抱える、勉強のこと、将来のこと、家族のことに関する

悩みや不安をお聞きし、相談者の希望を確認しながら、その内容に応じた適切な支援に

結び付けるつなぎを行います。

　 相 談 対 象 者 　	 原則、県内在住のヤングケアラーや家族など
　 相 談 担 当 者 　	 ヤングケアラー・コーディネーター（長野県社会福祉協議会内に配置）
　 相 談 の 方 法 　	� 電話相談、受付フォームによる相談（web）、LINE「長野県ヤングケラー専用相談窓口」
　 問 合 せ 先 　	 電話：０２６－２２８－４２４４（長野県社会福祉協議会内）
	� 電話受付時間：月曜日～金曜日　８：３０～１７：００（土、日、祝日、年末年始を除く）

	 相談受付フォーム（web）・LINE「長野県ヤングケアラー専用相談窓口」

	� 関連ＵＲＬからアクセスできます。（専用相談フォームは２４時間受け付けていますが、

回答や返信は翌受付時間になります。）

　 施 設 所 在 地 　	 〒380-0936
	 長野市中御所岡田98-1　社会福祉法人長野県社会福祉協議会

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.pref.nagano.lg.jp/jisedai/youngcarer.html
　 担 　 当 　 課 　	 県民文化部こども若者局次世代サポート課

【長野地方法務局】人権相談（こどもの人権１１０番）
　 問 合 せ 先 　	 ○こどもの人権１１０番
	 　０１２０-００７-１１０

	 　平日　 ８：３０～１７：１５

	 　※詳細は２ページを参照

	 ○こどもの人権SOS-eメール　https://www.jinken.go.jp/kodomo

相談先 電話番号 所在地 

中信 子ども・若者総合相談センター（NPO法人ジョイフル）0263-50-5810 塩尻市広丘原新田 282-2 

北信 子ども・若者総合相談センター（労働者協同組合ワーカーズコープながの） 026-213-6051 長野市南長野新田町 1482-2 

東信 子ども・若者サポートネット（NPO法人侍学園スクオーラ・今人） 0268-38-0063 上田市本郷 1524-1 

南信 子ども・若者サポートネット（NPO法人フリーキッズ・ヴィレッジ） 0265-94-5028 伊那市高遠町山室 1539  
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【長野県長寿社会開発センター】高齢者の社会参加に関する相談

　 事 業 の 内 容 　	 高齢者の社会参加に関する相談に応じています。

　 相 談 対 象 者 　	 高齢者の社会参加を求める団体　等

　 相 談 担 当 者 　	 シニア活動推進コーディネーター

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、来所による面接相談、訪問

　 問 合 せ 先 　	 受付時間　平日８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５

相談先 電話番号/FAX 所在地

（公財）長野県長寿社会
開 発 セ ン タ ー

（TEL）026-226-3741
（FAX）026-226-8327

長野保健福祉事務所
（７３ページ参照）

佐 久 支 部 （TEL）0267-63-3141
（FAX）0267-63-3110

佐久保健福祉事務所
福祉課内（７３ページ参照）

上 小 支 部 （TEL）0268-25-7124
（FAX）0268-23-1973

上田保健福祉事務所
福祉課内（７３ページ参照）

諏 訪 支 部 （TEL）0266-57-2910
（FAX）0266-57-2963

諏訪保健福祉事務所
福祉課内（７３ページ参照）

伊 那 支 部 （TEL）0265-76-6863
（FAX）0265-76-6513

伊那保健福祉事務所
福祉課内（７３ページ参照）

飯 伊 支 部 （TEL）0265-53-0464
（FAX）0265-53-0474

飯田保健福祉事務所
福祉課内（７３ページ参照）

木 曽 支 部 （TEL）0264-25-2218
（FAX）0264-24-2350

木曽保健福祉事務所
福祉課内（７３ページ参照）

松 本 支 部 （TEL）0263-40-1912
（FAX）0263-40-1803

松本保健福祉事務所
福祉課内（７３ページ参照）

大 北 支 部 （TEL）0261-23-6507
（FAX）0261-23-6509

大町保健福祉事務所
福祉課内（７３ページ参照）

長 野 支 部 （TEL）026-228-7023
（FAX）026-223-7669

長野保健福祉事務所
福祉課内（７３ページ参照）

北 信 支 部 （TEL）0269-62-3725
（FAX）0269-63-2934

北信保健福祉事務所
福祉課内（７３ページ参照）

　ホームページ　	 https://www.nicesenior.or.jp/

　 担 　 当 　 課 　	 健康福祉部健康増進課
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高齢者虐待防止法に基づく支援

　 事 業 の 内 容 　	� 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（高

齢者虐待防止法）に基づき、養護者等(高齢者を現に養護する者及び養介

護施設に従事する職員)が、養護する高齢者について行う次の行為につ

いて、高齢者虐待発見者は市町村に通報義務が課されるとともに、市町

村は立入調査権が認められています。

	� また、養護者による高齢者虐待の防止及び養護者による高齢者虐待を受

けた 高齢者の保護のため、高齢者及び養護者に対して相談、指導及び助

言を行うこととされています。

	 ○身体的虐待

	 　�高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えるこ

と

	 ○ネグレクト

	 　�高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の

同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること

	 ○心理的虐待

	 　�高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他高齢者に著

しい心理的外傷を与える言動を行うこと

	 ○性的虐待

	 　�高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為

を行わせること

	 ○経済的虐待

	 　�養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することそ

の他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること

　 相 談 対 象 者 　	 高齢者、養護者、地域の方々等

　 相 談 担 当 者 　	 「問合せ先」のとおり

　 問 合 せ 先 　	 各市町村高齢者福祉担当課

	 各市町村地域包括支援センター

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.pref.nagano.lg.jp

	 /kaigo-shien/kenko/koureisha/sodan/koureisha.html

　 担 　 当 　 課 　	 健康福祉部介護支援課
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【長野県国民健康保険団体連合会】介護サービス苦情処理（相談）

　 事 業 の 内 容 　	� 介護保険のサービスを誰もが安心して利用できるように、長野県国民健康保険

団体連合会でサービス利用に関する苦情・相談を受付けています。

　 相 談 対 象 者 　	 県民

　 相 談 担 当 者 　	 長野県国民健康保険団体連合会職員、介護サービス苦情処理委員

　 相 談 の 方 法 　	 電話・ＦＡＸ・電子メールによる苦情・相談受付

　 問 合 せ 先 　	 長野県国民健康保険団体連合会　介護保険課苦情処理係

	 電　話：０２６-２３８-１５８０

	 ＦＡＸ：０２６-２３８-１５８１

	 受付時間　平日　９：００～１７：００

　 施 設 所 在 地 　	 〒380-0871

	 長野市西長野字加茂北143-8　　長野県自治会館５Ｆ

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.kokuho-nagano.or.jp/ippan/kujou.html

　 担 　 当 　 課 　	 健康福祉部介護支援課

若年性認知症（認知症）についての相談窓口

　 事 業 の 内 容 　	� 認知症は高齢者に多い病気ですが、年齢が若くても発症することがあり、65 歳

未満で発症した場合は「若年性認知症」とされます。

	� 本人や配偶者が現役世代なので、就労や生活費、子どもの教育費等の経済的な

問題が生じるとともに、主な介護者になる配偶者にとっては、親の介護が重なり、

複数介護になる等の特徴があります。

	� また、若年性認知症は初期症状が認知症特有のものではないため診断しにくく、

異常に気付いても受診が遅れることが多いといった特徴もあります。

	� 若年性認知症ではないかとの心配がありましたら、まずはお電話でご相談くだ

さい。

　 相 談 対 象 者 　	 若年性認知症のご本人、ご家族、職場等

　 相 談 担 当 者 　	 若年性認知症支援コーディネーター

　 相 談 の 方 法 　	� 電話相談の後、相談内容を踏まえ必要な支援制度やサービス等のご紹介、関係

機関との連絡調整を支援します。

　 問 合 せ 先 　	 若年性認知症コールセンター（NPO 法人長野県宅老所・グループホーム連絡会）

	 電　　話：０２６３－３１－５００６

	 受付時間：月曜日～金曜日　13:00 ～20:00（土、日、祝日、年末年始を除く）

	 ※相談は無料です。（通話料はかかります）

	 ※相談内容は秘密を厳守します。

	 ※高齢者の認知症のご相談もお受けします。

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/kokoro/jyakunensei.html

　 担 　 当 　 課 　	 健康福祉部介護支援課
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基幹相談支援センター（障がい者総合支援センター）

　 事 業 の 内 容 　	� 障がいのある方が地域で安心して生活できるよう、下記の専門職員が、

面接・電話・訪問等により、保健・福祉サービス利用の援助、就業に関

する相談、その他生活全般に関する相談支援を行います。

	 【専門職員の種類と業務概要】

	 １　相談員（市町村による３障がい・障がい児のコーディネーター）

	 　　�身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者及び障がい児の福祉サー

ビスの利用援助や調整等

	 ２　療育コーディネーター 

	 　　障がい児の療育相談等

	 ３　生活支援ワーカー 

	 　　就業に伴う日常生活や社会生活上の相談支援

	 ４　就業支援ワーカー

	 　　就職や職場定着支援に関する相談支援

	 ５　発達障がいサポート・マネージャー（県内10ヵ所）

	 　　発達障がい者に直接関わっている支援者への相談支援

　 相 談 対 象 者 　	� 障がい者（児）及び保護者等（発達障がいサポート・マネージャーは、支

援者への相談支援を行う）

　 相 談 担 当 者 　	� 障がい者（児）生活支援コーディネーター、療育コーディネーター、生活

支援ワーカー、就業支援ワーカー、精神障がい者地域生活支援コーディ

ネーター、発達障がいサポート・マネージャー

　 相 談 の 方 法 　	 訪問、電話、来所等

　 問 合 せ 先 　	 基幹相談支援センター（障がい者総合支援センター）等名簿のとおり

　 施 設 所 在 地 　	 基幹相談支援センター（障がい者総合支援センター）等名簿のとおり

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.pref.nagano.lg.jp

	 /shogai-shien/kenko/shogai/shogai/goannai/shiencenter.html

　 担 　 当 　 課 　	 健康福祉部障がい者支援課
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佐久

佐久広域連合障害者相談支援センター

所在地
〒385-0043
佐久市取出町183番地
佐久市振興公社ビル１Ｆ

電　話　０２６７-６３-５１７７
ＦＡＸ　０２６７-６３-０６１１
E-mail　soudansien@areasaku.or.jp

佐久圏域障がい者就業・生活支援センター　ほーぷ

所在地 〒385-0022
佐久市岩村田1880-4

電　話　０２６７-６６-３５６３
ＦＡＸ　０２６７-６６-３５６４
E-mail　job-support@saku-cosmos.or.jp

さく発達相談支援センター

所在地 〒385-0051
佐久市中込3-2-8

電　話　０２６７-６４-１０２２
ＦＡＸ　０２６７-６４-１７２９
E-mail　kjs@keijinnet.or.jp

社会福祉法人小諸学舎

所在地 〒384-0806
小諸市大字塩野1-88

電　話　０２６７-２２-５５４５
ＦＡＸ　０２６７-２５-５３６０
E-mail　info@komorogakusha.jp

上小

上小圏域障害者総合支援センター（基幹相談支援センター ウイング・就業・生活支援センター シェイク）

所在地
〒386-0012
上田市中央3-5-1
上田市ふれあい福祉センター２階

電　話　�0268-28-5522（ウイング）�
0268-27-2039（シェイク）

ＦＡＸ　�0268-28-5520（ウイング）�
0268-27-4623（シェイク）

E-mail　�siensent@po7.ueda.ne.jp(代表)�
shake-syugyo@po14.ueda.ne.jp(就業)

社会福祉法人上田明照会　蓮の音こども園

所在地 〒386-0012
上田市中央5-9-29

電　話　０２６８-２５-３３３４
ＦＡＸ　０２６８-７５-５８４４
E-mail　hasunone@ueda-meishoukai.or.jp

諏訪

諏訪圏域障がい者総合支援センター　オアシス

所在地
〒392-0024
諏訪市小和田19-3
諏訪市総合福祉センター内

電　話　０２６６-５４-７７１３
ＦＡＸ　０２６６-５４-７７２３
E-mail　info@suwa-oasis.jp

諏訪圏域障がい者就業・生活支援センター　すわーくらいふ

所在地 〒392-0026
諏訪市大手１丁目789-1

電　話　０２６６-５４-７０１３
ＦＡＸ　０２６６-５２-７５８５
E-mail　center@suwork-life.jp

信濃医療福祉センター

所在地 〒393-0093
諏訪郡下諏訪町社花田6525-1

電　話　０２６６-２７-８４１４
ＦＡＸ　０２６６-２７-７９３６
E-mail　noboru@shinano-iryo.or.jp

上伊那

上伊那圏域障がい者総合支援センター　きらりあ

所在地 〒399-4511
上伊那郡南箕輪村6451-1

電　話　０２６５-７４-５６２７
ＦＡＸ　０２６５-７４-８６６１
E-mail　ksc@ar.wakwak.com

飯伊

飯伊圏域障がい者総合支援センター　ほっとすまいる

所在地
〒395-0024
飯田市東栄町3108番地1
さんとぴあ飯田１階

電　話　０２６５-２４-３１８２
ＦＡＸ　０２６５-２４-３１９２
E-mail　shien-center@hotsmile.jp

飯田市こども発達センター　ひまわり

所在地 〒395-0821
飯田市松尾新井5933-2

電　話　０２６５-２３-６０９７
ＦＡＸ　０２６５-２３-６０９１
E-mail　himawari@city.iida.nagano.jp

木曽

木曽障がい者基幹総合支援センター　ともに

所在地
〒399-5607
木曽郡上松町大字小川1702
ひのきの里総合福祉センター内

電　話　０２６４-５２-２４９４
ＦＡＸ　０２６４-５２-２４９７
E-mail　tomoni@kisoshaji.net

特定非営利活動法人コスモス

所在地 〒399-5605
木曽郡上松町栄町2-667

電　話　０２６４-５２-５１１６
ＦＡＸ　０２６４-５２-５１１６
E-mail　cosmoskiso@ag.kiso.ne.jp
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基幹相談支援センター（障がい者総合支援センター）等名簿
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松本

松本市障がい者基幹相談支援センター　

所在地
〒390-0833
松本市双葉4-8
なんぷくプラザ１階

電　話　０２６３-５０-６９３１
ＦＡＸ　０２６３-５０-６９３２
E-mail　kikan@eagle.ocn.ne.jp

障がい者相談支援センターあいほっと

所在地 〒390-0846
松本市南原2-16-13　３階

電　話　０２６３-２６-２９７０
ＦＡＸ　０２６３-８８-２９２４
E-mail　sogo-aihot@ymail.plala.or.jp

ケ・セラ社会福祉士事務所

所在地 〒390-0826
松本市出川町11-6

電　話　０２６３-８８-５６１６
ＦＡＸ　０２６３-８８-５６１６
E-mail　soudan@npo-que-sera.org

障害者相談支援センター中信

所在地 〒390-1702
松本市梓川梓2288-3

電　話　０２６３-７８-６２０３
ＦＡＸ　０２６３-７８-７２０４
E-mail　soudan2@chushin-sws.jp

相談支援センターライフアシスト

所在地 〒390-0025
松本市寿台9丁目1-3

電　話　０２６３-８８-５２５２
ＦＡＸ　０２６３-８８-５３５３
E-mail　soudan.lifeassist@alps-fukushi.
com

ハートラインまつもと

所在地 〒399-0011
松本市寿北７丁目23-17

電　話　０２６３-８６-８０１０
ＦＡＸ　０２６３-８６-８０１７
E-mail　heartline-matsumot@citrus.ocn.
ne.jp

安曇野市障がい者基幹・総合相談支援センター

所在地
〒399-8303
安曇野市穂高9181
穂高健康支援センター内

電　話　０２６３-８２-５９８８
ＦＡＸ　０２６３-８１-０７０３
E-ma i l　shoga i - k i kansogo@c i t y .
azumino.nagano.jp

療育センターあづみの

所在地 〒399-8102
安曇野市三郷温967-1

電　話　０２６３-３１-３３５８
ＦＡＸ　０２６３-３１-３３５８
E-mail　c-adumino@dia.janis.or.jp

塩尻・山形・朝日地域障がい者基幹・総合相談支援センター　ボイス

所在地
〒399-0731
塩尻市大門六番地4-6
塩尻市保健福祉センター２階

電　話　０２６３-５１-５３５３
ＦＡＸ　０２６３-５１-５３６３
E-mail　voice5353@ca.wakwak.com

筑北三村障がい者基幹相談支援センター

所在地 〒399-7501
東筑摩郡筑北村西条3846

電　話　０２６３-６６－３０３６
ＦＡＸ　０２６３-６６－３０３５
E-mail　info@yamafuku.org

麻績村障がい者総合相談支援センター

所在地 〒399-7501
東筑摩郡筑北村西条3846

電　話　０２６３-６６－３０３６
ＦＡＸ　０２６３-６６－３０３５
E-mail　info@yamafuku.org

生坂村障がい者総合相談支援センター

所在地 〒399-7201
東筑摩郡生坂村6271-1

電　話　０２６３-６９-１１２２
ＦＡＸ　０２６３-６９-１１２３
E-mail　u-service@ikusaka-shakyo.or.jp

筑北村障がい者総合相談支援センター

所在地 〒399-7501
東筑摩郡筑北村西条4195

電　話　０２６３-６６－２１１１
ＦＡＸ　０２６３-６６－３３７０
E-mail　fukshi@vill.chikuhoku.lg.jp

松本圏域障がい者就業・生活支援センター　しぇるぱ

所在地
〒390-0852
松本市島立1020
長野県松本合同庁舎内

電　話　０８０-４１７８-６６７８
E-mail　sherpa@nagano-swc.com

社会福祉法人信濃の郷　松本連絡所

所在地 〒390-0861
松本市蟻ケ崎4丁目4-17

電　話　０７０－３９８０－８６８６
E-mail　verget1956shi@outlook.jp
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基幹相談支援センター（障がい者総合支援センター）等名簿

圏域 センターの所在地及び連絡先

大北

大北圏域障害者総合支援センター　スクラム・ネット

所在地 〒398-0002
大町市大町1129

電　話　０２６１-２６-３８５５
ＦＡＸ　０２６１-２６-３８５６
E-mail　sukuramujp@omachishakyo.org

大北圏域障がい者就業・生活支援センター　がんばりやさんＫウォーク

所在地 〒399-0002
大町市大町4085-5

電　話　０２６１-８５-０５５２
ＦＡＸ　０２６１-８５-０５５２
E-mail　ganba@kita-alps.org

長野

長野市障害者基幹相談支援センター

所在地
〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
障害福祉課内

電　話　０２６-２２４-８７３０
ＦＡＸ　０２６-２２４-５０９３
E-mail　shougai@city.nagano.lg.jp

長野市障害者基幹相談支援センター北部障害者相談支援センター

所在地
〒380-0835
長野市大字南長野新田町1485-1
長野市もんぜんぷら座6階

電　話　０２６-２１７-２２８１
ＦＡＸ　０２６-２１７-２２８２
E-mail　hokubu-soudan@indigo.plala.or.jp

長野市障害者基幹相談支援センター北部発達相談支援センター

所在地
〒381-0036
長野市平林1丁目30-1
ながの地域相談支援センターベターデイズ内

電　話　０２６-２５９-９９７５
ＦＡＸ　０２６-２４３-１７１７
E-mail　betterdays@moritoki.jp

長野市障害者基幹相談支援センター南部障害者相談支援センター

所在地
〒381-2226
長野市川中島町今井1387-5
ハーモニー桃の郷3階

電　話　０２６-２７４-５８７１
ＦＡＸ　０２６-２７４-５８７２
E-mail　nanbu-soudan@bz04.plala.or.jp

長野市障害者基幹相談支援センター南部発達相談支援センター

所在地
〒380-0928
長野市若里６丁目6-14
児童発達支援センターにじいろキッズらいふ内

電　話　０２６-２１９-３７８２
ＦＡＸ　０２６-２２３-６０１１
E-mail　n.k.life-soudan@nagano-shajikyo.or.jp

長野市障害者基幹相談支援センター障害者地域移行コーディネートセンター

所在地

〒381-2226
長野市川中島町今井1387番地5
ハーモニー桃の郷３階
南部障害者相談支援センター内

電　話　０２６-２７４-５８７１
ＦＡＸ　０２６-２７４-５８７２
E-mail　nanbu-soudan@bz04.plala.or.jp

長野市障害者基幹相談支援センター障害者権利擁護サポートセンター

所在地
〒381-0036
長野市平林1丁目30-1
ながの地域相談支援センターベターデイズ内

電　話　０２６-２６２-１１１０
ＦＡＸ　０２６-２４３-１７１７
E-mail　betterdays-kenri@moritoki.jp

ながの地域相談支援センターベターデイズ

所在地 〒381-0036
長野市平林1丁目30-1

電　話　０２６-２５９-９９６６
ＦＡＸ　０２６-２４３-１７１７
E-mail　betterdays@moritoki.jp

児童発達支援センター　にじいろキッズらいふ

所在地 〒380-0928
長野市若里6丁目6-14

電　話　０２６-２１９-３７８１
ＦＡＸ　０２６-２２３-６０１１
E-mail　n.k.life-soudan@nagano-shajikyo.or.jp

須高地域総合支援センター

所在地 〒382-0086
須坂市大字須坂1387番地

電　話　０２６-２４８-３７５０
ＦＡＸ　０２６-２１４-０１５８
E-mail　info@sukou-shien.jp

千曲･坂城障がい者(児)基幹相談支援センター

所在地
〒389-0804
千曲市戸倉2388
千曲市ふれあい福祉センター２階

電　話　０２６-２７５-０５４８
ＦＡＸ　０２６-２１４-３０１３
E-mail　cs-soudan@bh.wakwak.com

長野圏域障害者就業・生活支援センター　ウィズ

所在地
〒380-0935
長野市中御所3-2-1
カネカビル１階

電　話　０２６-２１４-３７３７
ＦＡＸ　０２６-２１４-３９７１
E-mail　post@with-nagano.com

北信

北信圏域障害者総合相談支援センター（ぱれっと/ほくしん圏域障害者就業・生活支援センター）

所在地 〒383-0002
中野市大字田上322

電　話　０２６９-３８-０７７４（ぱれっと）
電　話　�０２６９-３８-０６１５�

（ほくしん圏域障害者就業・生活支援センター）
ＦＡＸ　０２６９-３８-０６１７
E-mail　hokushin3525@nkn.janis.or.jp（ぱれっと）
　　　　 nakapotu.hokushin-1344@ebony.plala.or.jp(就業)
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長野県障がい者権利擁護（虐待防止）センター 
市町村障がい者虐待防止センター

　 事 業 の 内 容 　	� 障がい者の虐待の予防と早期発見、及び養護者への支援を行うための「障
害者虐待防止法」が平成24年10月1日から施行となり、また、「長野県障
がい者共生条例」が令和4年4月1日に一部施行、令和4年10月1日に全部
施行となりました。

	� 障がい者虐待を受けたと思われる障がい者を発見した人は、通報する義
務があります。障がい者虐待を受けている障がい者本人が届け出をする
こともできます。

	 【障害者虐待防止法に定める虐待者】
	 　①�身の回りの世話や介助、金銭の管理などを行っている家族・親族・

同居人など（養護者）
	 　②障がい者福祉施設などの職員（障がい者福祉施設従事者等）
	 　③勤め先の経営者など（使用者）
	 【障害者虐待防止法に定める虐待行為】
	 　①身体的虐待：殴る、蹴る、身体拘束　等
　	 　②�性的虐待：性的な行為を強要する、本人の前でわいせつな言葉を発

する 等
	 　③心理的虐待：怒鳴る、ののしる、無視する 等
	 　④放棄・放置(ネグレクト)：食事を与えないなど世話を放棄する　等
	 　⑤経済的虐待：勝手に財産を処分する、必要な金銭を渡さない　等
　 相 談 対 象 者 　	� 障がい者、家族、障がい者福祉施設従事者、使用者、その他障がい者虐

待を受けたと思われる障がい者を発見した人
　 相 談 担 当 者 　	� 長野県障がい者権利擁護（虐待防止）センター職員
	 市町村障がい者虐待防止センター職員
　 相 談 の 方 法 　	 電話、メール、ＦＡＸ、郵便、来所
　 問 合 せ 先 　	 ＜長野県障がい者権利擁護（虐待防止）センター＞
	 　�０２６－２３５－７１０７　県庁内線２３９７　（平日８時３０分～

１７時１５分）
	 ＜市町村障がい者虐待防止センター＞
	 　各市町村にお問い合わせください。
　 施 設 所 在 地 　	 ＜長野県障がい者権利擁護（虐待防止）センター＞
	 　長野市大字南長野字幅下692－２
	 ＜市町村障がい者虐待防止センター＞
	 　各市町村にお問い合わせください。
　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.pref.nagano.lg.jp
	 /shogai-shien/kenko/shogai/sodan/kenriyougo/index.html
　 担 　 当 　 課 　	 健康福祉部障がい者支援課
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障がいを理由とする差別に関する相談窓口

　 事 業 の 内 容 　	� 障がいのある人もない人も、お互いに、その人らしさを認め合いながら

共に生きる社会づくりを目指した「障害者差別解消法」が平成28年４月１

日に施行され、また、「長野県障がい者共生条例」が令和４年４月１日に

一部の規定を除き施行されました。（令和４年10月１日に全部施行）

	� この法律では、国・県・市町村などの役所や会社・お店などの事業者に

対して、障がい者への「不当な差別的取扱い」の禁止と「合理的配慮の提

供」を求めています。事業者による合理的配慮の提供については、県条

例では令和４年10月１日、法律では令和６年４月１日から義務化されて

います。

	� 当該相談窓口では、障がいを理由とする差別事案についての相談を受け

付けています。

	 ※「不当な差別的取扱い」の例

	 　・障がいのある人が施設を利用する時に、盲導犬の同伴を断る。

	 　・障がいを理由に窓口対応を拒否する。

	 　・障がいを理由に説明会、シンポジウム等への出席を拒む。

	 ※「合理的配慮の提供」の例

	 　・ドア開閉を手伝う、筆談のためメモ用紙を用意する等の配慮をする。

	 　・�聴覚障がいのある人が問い合わせできるよう、電話番号に加えて

ファックスやＥメールアドレスを記載する。

	 　・車両乗降場所を施設出入口に近い場所へ変更する。

　 相 談 対 象 者 　	 障がい者、家族、事業者、その他関係者

　 相 談 担 当 者 　	 障がい者支援課担当職員、保健福祉事務所担当職員、市町村担当職員

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、ファックス、電子メール及び来所による面接相談

　 問 合 せ 先 　	 ○障がいを理由とする差別に関する相談窓口（長野県障がい者支援課内）

	 　専用電話　０２６－２３５－７１０１

	 　ＦＡＸ　０２６－２３４－２３６９

	 　専用Ｅメール　s-kaisho@pref.nagano.lg.jp

	 ○各保健福祉事務所福祉課「障がいを理由とする差別に関する相談窓口」

	 　関連ＵＲＬから相談窓口一覧をご覧ください。

	 ○市町村「障がいを理由とする差別に関する相談窓口」

	 　関連ＵＲＬから相談窓口一覧をご覧ください。

　 施 設 所 在 地 　	 県庁障がい者支援課内（７２ページ参照）

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.pref.nagano.lg.jp

	 /shogai-shien/kenko/shogai/sodan/280404press.html

　 担 　 当 　 課 　	 健康福祉部障がい者支援課
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ほじょ犬相談

　 事 業 の 内 容 　	� 身体障がい者補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）の利用や同伴・使用に関

する苦情や相談等に対応する。

　 相 談 対 象 者 　	 制限はありません。

　 相 談 担 当 者 　	 健康福祉部障がい者支援課職員、保健福祉事務所福祉課等の職員

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、来所による面接相談等

　 問 合 せ 先 　	 ○健康福祉部障がい者支援課

	 　０２６-２３５-７１０４（県庁内線　２３９０）

	 ○各保健福祉事務所福祉課

佐久 ０２６７-６３-３１４３

上田 ０２６８-２５-７１２３

諏訪 ０２６６-５７-２９１１

伊那 ０２６５-７６-６８１１

飯田 ０２６５-５３-０４１２

木曽 ０２６４-２５-２２１９

松本 ０２６３-４０-１９１３

大町 ０２６１-２３-６５０８

長野 ０２６-２２５-９０８５

北信 ０２６９-６２-３９４３

	 ○長野市内でのトラブルや長野市内にお住まいの方はこちらまで

	 　長野市役所障害福祉課

	 　０２６-２２４-５０３０

	 ○松本市内でのトラブルや松本市内にお住まいの方はこちらまで

	 　松本市役所障がい福祉課

	 　０２６３－３４－３２１２

　 施 設 所 在 地 　	 各保健福祉事務所（７３ページ参照）

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.pref.nagano.lg.jp

	 /shogai-shien/kenko/shogai/sodan/goannai.html

　 担 　 当 　 課 　	 健康福祉部障がい者支援課

発達障がいのある子ども・若者の教育相談支援事業

　 問 合 せ 先 　	 特定非営利活動法人翔和学園

	 電話：070-2238-5797（平日9時から16時）

	 ※詳細は13ページを参照
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精神保健福祉相談

　 事 業 の 内 容 　	 精神疾患や心の健康についての相談を行う。

	 ・精神障がい者の地域生活についての相談

	 ・思春期・ひきこもりに関する心の健康についての相談

	 ・アルコール・薬物依存・ギャンブル依存等嗜癖についての相談

	 ・自死遺族への心の健康に関する相談

	 ・その他心の健康に関する相談

　 相 談 対 象 者 　	 長野県にお住まいの方

　 相 談 担 当 者 　	 保健福祉事務所：保健師、精神科医師（要予約）

	 精神保健福祉センター：保健師、社会福祉担当、心理担当等

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、来所による面接相談

	 ※来所による相談は、事前に予約をお願いします。

	 　（相談日がそれぞれ異なります。）

　 問 合 せ 先 　	

	 電話相談　　平日   ８：３０～１７：１５

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.pref.nagano.lg.jp/kenko/kenko/seishin/index.html

　 担 　 当 　 課 　	 健康福祉部疾病・感染症対策課

名　　　称 電話番号 所在地

佐久保健福祉事務所 ０２６７-６３-３１６４

７３ページ参照

上田保健福祉事務所 ０２６８-２５-７１４９

諏訪保健福祉事務所 ０２６６-５７-２９２７

伊那保健福祉事務所 ０２６５-７６-６８３７

飯田保健福祉事務所 ０２６５-５３-０４４４

木曽保健福祉事務所 ０２６４-２５-２２３３

松本保健福祉事務所 ０２６３-４０-１９３８

大町保健福祉事務所 ０２６１-２３-６５２９

長野保健福祉事務所 ０２６-２２５-９０３９

北信保健福祉事務所 ０２６９-６２-６１０４

（長野市）長野市保健所 ０２６-２２６-９９６５
(０２６-２２４-８７３０)

長野市若里6-6-1
（地域生活についての相談は、
市役所内障害福祉課へ）

（松本市）松本市保健所 ０２６３-４０-０７０１ 松本市大字島立1020番地

精神保健福祉センター ０２６-２６６－０２８０

長野市大字下駒沢618-1

ひきこもり支援センター
（精神保健福祉センター内） ０２６-２６６－０２８０

こころの健康相談統一ダイヤル ０５７０-０６４-５５６
電話相談
平日　9：30～16：00
　　　18：30～22：30
（受付は22：00まで）

“消えてしまいたい”“家族や知人
に死にたいと訴える人がいる”“身
近な人が自死してつらくてどうしよ
うもない”などの自殺に関する相談
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医療安全支援センター

　 事 業 の 内 容 　	� 患者や患者の家族等が、医療に関して抱えている心配、苦情等について

の相談対応

　 相 談 対 象 者 　	 医療に関して相談したい方

　 相 談 担 当 者 　	 医療安全支援センター医療相談員

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、来所による面接相談、手紙・ＦＡＸ･電子メールによる相談

　 問 合 せ 先 　	

	 受付日時　平日　８：３０～１７：１５

	 土曜・日曜・祝日・年末年始はお休みです。

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	� https://www.pref.nagano.lg.jp/iryo/kenko/iryo/sodan/iryo-sodan.

html

　 担 　 当 　 課 　	 健康福祉部医療政策課

相談先 電話番号等 所在地

長野県
医療安全支援センター

ＴＥＬ　０２６-２３５-７２７６
ＦＡＸ　０２６-２２３-７１０６ 
E-mail　iryosodan@pref.nagano.lg.jp

県庁健康福祉部
医療政策課内
（県庁内線　２６１５）
（ ７２ページ参照）

佐久保健福祉事務所
医療安全支援センター

ＴＥＬ　０２６７-６３-３１６２
ＦＡＸ　０２６７-６３-３２２１ 
E-mail　sakuho-somu@pref.nagano.lg.jp

各保健福祉事務所内
７３ページ参照

上田保健福祉事務所
医療安全支援センター

ＴＥＬ　０２６８-２５-７１４７
ＦＡＸ　０２６８-２３-１９７３
E-mail　uedaho-somu@pref.nagano.lg.jp

諏訪保健福祉事務所
医療安全支援センター

ＴＥＬ　０２６６-５７-２９２５
ＦＡＸ　０２６６-５７-２９５３ 
E-mail　suwaho-somu@pref.nagano.lg.jp

伊那保健福祉事務所
医療安全支援センター

ＴＥＬ　０２６５-７６-６８３５
ＦＡＸ　０２６５-７６-７０３３ 
E-mail　inaho-somu@pref.nagano.lg.jp

飯田保健福祉事務所
医療安全支援センター

ＴＥＬ　０２６５-５３-０４４２
ＦＡＸ　０２６５-５３-０４６９ 
E-mail　iidaho-somu@pref.nagano.lg.jp

木曽保健福祉事務所
医療安全支援センター

ＴＥＬ　０２６４-２５-２２３１
ＦＡＸ　０２６４-２４-２２７６ 
E-mail　kisoho-somu@pref.nagano.lg.jp

松本保健福祉事務所
医療安全支援センター

ＴＥＬ　０２６３-４０-１９３７
ＦＡＸ　０２６３-４７-９２９３ 
E-mail　matsuho-somu@pref.nagano.lg.jp

大町保健福祉事務所
医療安全支援センター

ＴＥＬ　０２６１-２３-６５２５
ＦＡＸ　０２６１-２３-２２６６ 
E-mail　omachiho-somu@pref.nagano.lg.jp

長野保健福祉事務所
医療安全支援センター

ＴＥＬ　０２６-２２３-２１３１
ＦＡＸ　０２６-２２３-７６６９ 
E-mail　nagaho-somu@pref.nagano.lg.jp

北信保健福祉事務所
医療安全支援センター

ＴＥＬ　０２６９-６２-３１０５
ＦＡＸ　０２６９-６２-６０３６ 
E-mail　hokuho-somu@pref.nagano.lg.jp

受付日時　平日　９：００～１２：００、１３：００～１６：３０
　　　　　土曜・日曜・祝日・年末年始はお休みです。

長野市
医療安全支援センター

ＴＥＬ　０２６-２２６-６０００(医療相談専用電話) 
ＦＡＸ　０２６-２２６-９９８１
E-mail　h-soumu@city.nagano.lg.jp

〒380-0928 
長野市若里6-6-1
長野市保健所内

松本市
医療安全支援センター

ＴＥＬ　０２６３－４０－０８００(医療相談専用電話) 
ＦＡＸ　０２６３－４０－０８１１
E-mail　h-soumu@city.matumoto.lg.jp

〒390-8765
松本市島立1020
松本市保健所内
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難病に関する相談

　 事 業 の 内 容 　	 難病に関する医療や療養生活などの相談

　 相 談 対 象 者 　	 難病患者及びその家族

　 相 談 担 当 者 　	 難病相談支援員、医師

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、メール相談、面接、訪問

	 ※面接相談及び医師による相談は、事前に予約が必要です。

　 問 合 せ 先 　	 長野県難病相談支援センター

	 電　話：０２６３-３４- ６５８７

	 ＦＡＸ：０２６３-３４- ６５８９

	 E-mail：nanbyo@shinshu-u.ac.jp

	 相談時間　平日　８：３０～１６：３０

　 施 設 所 在 地 　	 〒390-0802

	 松本市旭2-11-30　（長野県松本旭町庁舎２階）

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.pref.nagano.lg.jp

	 /shippei-kansen/kenko/kenko/nanbyo/shiencenter.html

　 担 　 当 　 課 　	 健康福祉部疾病・感染症対策課

子どもの難聴に関する相談

　 事 業 の 内 容 　	 ・難聴児の療育に関する相談

	 ・新生児聴覚スクリーニング検査に関する相談

　 相 談 対 象 者 　	 難聴児の保護者等関係者

　 相 談 担 当 者 　	 難聴児療育支援員、医師、言語聴覚士

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、メール相談、面接、訪問

　 問 合 せ 先 　	 長野県難聴児支援センター（要予約）

	 電　話：０２６３-３４- ６５８８

	 ＦＡＸ：０２６３-３４- ６５８９

	 E-mail：mimi@shinshu-u.ac.jp

	 受付時間　平日　８：３０～１７：１５

　 施 設 所 在 地 　	 〒390-0802

	 松本市旭2-11-30　（長野県松本旭町庁舎２階）

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.pref.nagano.lg.jp

	 /shippei-kansen/boshishika/nanntyouji.html

　 担 　 当 　 課 　	 健康福祉部疾病・感染症対策課
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覚醒剤等薬物乱用相談窓口事業

　 事 業 の 内 容 　	 住民からの覚醒剤等の薬物乱用に関する相談に応じる。

　 相 談 対 象 者 　	 薬物乱用に関して相談したい方

　 相 談 担 当 者 　	� 保健福祉事務所職員、長野市・松本市保健所職員及び精神保健福祉セン

ター職員

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、来所による面接相談

　 問 合 せ 先 　	 相談窓口

	 　県保健福祉事務所は食品・生活衛生課が相談窓口になっています。

	 　（長野市保健所は食品生活衛生課、松本市保健所は食品・生活衛生課）

	 受付日時　　平日　８：３０～１７：１５

	 （土曜・日曜・祝日・年末年始はお休みです。）

　 担 　 当 　 課 　	 健康福祉部薬事管理課

保健福祉事務所名 電話番号 所在地

佐久保健福祉事務所 ０２６７-６３-３１６５

７３ページ参照

上田保健福祉事務所 ０２６８-２５-７１５０

諏訪保健福祉事務所 ０２６６-５７-２９２８

伊那保健福祉事務所 ０２６５-７６-６８６５

飯田保健福祉事務所 ０２６５-５３-０４４５

木曽保健福祉事務所 ０２６４-２５-２２３５

松本保健福祉事務所 ０２６３-４０-１９４０

大町保健福祉事務所 ０２６１-２３-６５２８

長野保健福祉事務所 ０２６-２２５-９０６５

北信保健福祉事務所 ０２６９-６２-３１０６

長 野 市 保 健 所 ０２６-２２６-９９７０ 〒380-0928
長野市若里6-6-1

松 本 市 保 健 所 ０２６３-４０-０７０４
〒390-8765
松本市島立1020
県松本合同庁舎１階

精神保健福祉センター ０２６-２６６-０２８０ 〒381-0008
長野市大字下駒沢618-1
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信州パーソナル・サポート事業

　 事 業 の 内 容 　	� 様々な問題を抱えて生活に困窮されている方に対し、生活就労支援セン

ター（愛称“まいさぽ”）が、地域の関係機関と連携しながら寄り添い型

の相談支援を行います。　

	 【支援内容】

	 ・支援対象者と問題点を共有化、支援方針・目標を設定、支援計画の作成

	 ・関係支援機関への案内・同行

	 ・各種の支援を実施する関係機関との連絡・調整

	 ・居住、就労、食料等に関する支援

　 相 談 対 象 者 　	 県民

　 相 談 担 当 者 　	 相談支援員等

　 相 談 の 方 法 　	 来所・電話相談等

　 問 合 せ 先 　	 お住まいの地域を所管するセンターにご相談ください。

○県センター

設
置
者

所管地域 相談先（愛称） 電話番号
相談受付
月～金

（休日除く）
所　在　地

県

南 佐 久 郡
北 佐 久 郡
小 県 郡

長野県佐久生活就労支援セ
ンターまいさぽ信州佐久 0267-78-5255 9：30 ～17：00 佐久穂町大字高野町351

「花の里ふれあい」内

諏 訪 郡 長野県諏訪生活就労支援セ
ンターまいさぽ信州諏訪 0266-75-1202 9：30 ～17：00 下諏訪町162-4

砥川住宅A棟101

上 伊 那 郡 長野県上伊那生活就労支援
センターまいさぽ上伊那 0265-96-7845 9：30 ～17：00 南箕輪村4808-2

赤松荘内

下 伊 那 郡 長野県下伊那生活就労支援
センターまいさぽ下伊那 0265-49-4380 9：30 ～17：00 飯田市鈴加町2-21

斉藤ビル２階

木 曽 郡 長野県木曽生活就労支援セ
ンターまいさぽ木曽 0264-24-0057 9：30 ～17：00 大桑村殿1-24

大桑村民体育館内

東 筑 摩 郡 長野県東筑生活就労支援セ
ンターまいさぽ東筑 0263-88-0180 9：30 ～17：00 松本市石芝4-2-2

甲斐実業ビル２Ｆ

北 安 曇 郡 長野県・大町市生活就労支
援センターまいさぽ大町 0261-22-7083 9：30 ～17：00 大町市大町1129

大町市総合福祉センター１Ｆ

埴科郡（坂城町）
上 高 井 郡
上 水 内 郡

長野県長野生活就労支援セ
ンターまいさぽ信州長野 026-267-7088 9：30 ～17：00 長野市中御所岡田９８－１

長野保健福祉事務所庁舎内

下 高 井 郡
下 水 内 郡

長野県・飯山市生活就労支
援センターまいさぽ飯山 0269-67-0269 9：30 ～17：00 飯山市飯山1211-1

飯山市福祉センター２Ｆ
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○市センター

設置者・
所管地域 相談先（愛称） 電話番号

相談受付
月～金

（休日除く）
所　在　地

長 野 市 長野市生活就労支援センター
まいさぽ長野市 026-219-6880 8：30 ～17：15 長野市大字鶴賀緑町1714-5

長野市ふれあい福祉センター2F

松 本 市 松本市生活就労支援センター
まいさぽ松本 0263-34-3041 8：30 ～17：15 松本市丸の内3-7松本市役所東庁舎２階

上 田 市 上田市生活就労支援センター
まいさぽ上田 0268-71-5552 9：00 ～17：15 上田市中央3丁目5番1号

上田市ふれあい福祉センター内

岡 谷 市 岡谷市生活就労支援センター
まいさぽ岡谷市

0266-23-4811
(代表） 8：30～17：15 岡谷市幸町8番1号（市役所内）

飯 田 市 飯田市生活就労支援センター
まいさぽ飯田 0265-49-8830 9：00 ～17：15 飯田市東栄町3108－１さんとぴあ飯田内

諏 訪 市 諏訪市生活就労支援センター
まいさぽ諏訪市

0266-52-4141
（代表） 8：30～17：15 諏訪市高島一丁目22番30号（市役所内）

須 坂 市 須坂市生活就労支援センター
まいさぽ須坂 026-248-9977 9：00 ～17：00 須坂市大字須坂476-1

須坂市社会福祉協議会２階

小 諸 市 小諸市生活就労支援センター
まいさぽ小諸 0267-31-5235 9：00 ～17：00 小諸市与良町6丁目5番1号

小諸市野岸の丘総合福祉センター内

伊 那 市 伊那市生活就労支援センター
まいさぽ伊那市 0265-72-8186 8：30 ～17：15 伊那市山寺298-1

伊那市福祉まちづくりセンター内

駒ヶ根市 駒ヶ根市生活就労支援センター
まいさぽ駒ヶ根

0265-83-2111
（代表） 9：00～17：00 駒ヶ根市赤須町20-1（市役所内）

中 野 市 中野市生活就労支援センター
まいさぽ中野 0269-38-0097 8：30 ～17：15 中野市大字西条70-1

中野市福祉ふれあいセンター内

大 町 市 大町市生活就労支援センター
まいさぽ大町 0261-22-7083 9：30 ～17：00 大町市大町1129番地大町市総合福祉センター１F

飯 山 市 飯山市生活就労支援センター
まいさぽ飯山 0269-67-0269 9：30 ～17：00 飯山市大字飯山1211番地1飯山市福祉センター２階

茅 野 市 茅野市生活就労支援センター
まいさぽ茅野市

0266-72-2101
（代表） 8：30～17：15 茅野市原塚原二丁目6番1号（市役所内）

塩 尻 市 塩尻市生活就労支援センター
まいさぽ塩尻 0263-52-0026 8：30 ～17：15 塩尻市大門六番町4番6号塩尻市保健福祉センター内

佐 久 市 佐久市生活就労支援センター
まいさぽ佐久市 0267-88-6511 8：30 ～17：15 佐久市下越16番地５あいとぴあ臼田内

千 曲 市 千曲市生活就労支援センター
まいさぽ千曲

026-273-1111
（代表） 8：30～17：15 千曲市大字杭瀬下2丁目１番地

千曲市役所福祉課内

東 御 市 東御市生活就労支援センター
まいさぽ東御 0268-75-0222 8：30 ～17：15 東御市鞍掛197東御市総合福祉センター内

安曇野市 安曇野市生活就労支援センター
まいさぽ安曇野 0263-88-8707 8：30 ～17：30 安曇野市豊科4319-4

　 担 　 当 　 課 　	 健康福祉部地域福祉課
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【長野県社会福祉協議会】　生活福祉資金貸付事業

　 事 業 の 内 容 　	� 低所得、障がい者、高齢者世帯を対象とした生活資金の貸付を行ってい

ます。

　 相 談 対 象 者 　	 県民

　 相 談 担 当 者 　	 各市町村社会福祉協議会　担当職員

　 相 談 の 方 法 　	 面談、電話、ＦＡＸ

　 問 合 せ 先 　	 ○市町村社会福祉協議会

	 　（お住まいの市町村社協にお問い合わせください。）

	 ○県社会福祉協議会

	 　〒380-0936

	 　長野市中御所岡田９８－１

	 　電　話：０２６-２２６-２０３６

	 　ＦＡＸ：０２６-２９１-５１８０

	 相談受付時間

	 平日　９：００～１７：００

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 http://www.nsyakyo.or.jp/soudan/loan/

　 担 　 当 　 課 　	 独自事業（担当：健康福祉部地域福祉課）
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ＨＩＶ／エイズ、性感染症に関する相談

　 事 業 の 内 容 　	 ・ＨＩＶ/エイズ、性感染症感染、予防に関する相談
	 ・ＨＩＶ/エイズ、性感染症検査に関する相談
	 ・ＨＩＶ/エイズ、性感染症に関する医療相談
　 相 談 担 当 者 　	 医師、保健師または職員
　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、来所による面接相談
　 問 合 せ 先 　	 ○各保健福祉事務所健康づくり支援課
	 　（ＨＩＶ/エイズ、性感染症に関する相談電話）

佐久保健福祉事務所 ０２６７-６３-３１６４ 木曽保健福祉事務所 ０２６４-２４-２２２０

上田保健福祉事務所 ０２６８-２５-７１４９ 松本保健福祉事務所 ０２６３-４７-７８３１

諏訪保健福祉事務所 ０２６６-５７-５６５６ 大町保健福祉事務所 ０２６１-２３-６５２７

伊那保健福祉事務所 ０２６５-７６-９９７７ 長野保健福祉事務所 ０２６-２２５-０８１２

飯田保健福祉事務所 ０２６５-５２-０８１２ 北信保健福祉事務所 ０２６９-６２-３１０７

	 　長野市保健所　０２６-２２６-９９６６
	 　松本市保健所　０２６３-４０- ０７０３
	 ○健康福祉部疾病・感染症対策課
	 　０２６-２３５-７１４８（県庁内線　４１３５）
	 　受付時間　平日　８：３０～１７：１５
　 施 設 所 在 地 　	 各保健福祉事務所（７３ページ参照）
　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.pref.nagano.lg.jp/kenko/kenko/kansensho/aids/index.html
　 担 　 当 　 課 　	 健康福祉部疾病・感染症対策課

ハンセン病・ハンセン病問題に関する相談

　 事 業 の 内 容 　	 ハンセン病療養所を退所された方々等の社会生活支援等に関する相談

　 相 談 対 象 者 　	 ハンセン病元患者及び患者、その家族

　 相 談 担 当 者 　	 職員

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、来所による面接相談

　 問 合 せ 先 　	 〇健康福祉部疾病・感染症対策課　　

	 　０２６-２３５-７１４８（県庁内線　４１３５）

	 〇県民文化部人権・男女共同参画課

	 　０２６-２３５-７１０６（県庁内線　３７４３）

	 　受付時間　平日　８：３０～１７：１５

　 施 設 所 在 地 　	 県庁疾病・感染症対策課、県庁人権・男女共同参画課（７２ページ参照）

　 担 　 当 　 課 　	 健康福祉部疾病・感染症対策課（ハンセン病に関する相談）

	 県民文化部人権・男女共同参画課（ハンセン病問題に関する相談）
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犯罪被害者等総合支援窓口

　 事 業 の 内 容 　	� 「犯罪被害者等総合支援窓口」では、犯罪被害に遭われた方やそのご家族

などからの見舞金や無料法律相談等のご相談やお問合せに対応し、関係

機関、関係団体に関する情報提供・橋渡しを行うなど、適切な支援を受

けられるよう、総合的な対応を行います。

　 相 談 対 象 者 　	 制限はありません。

　 相 談 担 当 者 　	 職員

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談

　 問 合 せ 先 　	 犯罪被害者等総合支援窓口

	 ・相談専用電話　０２６－２３５－７１０６

	 ・受付時間　平日９：００～１７：００

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	� https://www.pref.nagano.lg.jp/jinken-danjo/220401jorei_seitei.

html

　 施 設 所 在 地 　	 県庁人権・男女共同参画課（７２ページ参照）

　 担 　 当 　 課 　	 県民文化部人権・男女共同参画課

犯罪被害給付制度

　 事 業 の 内 容 　	� 犯罪被害給付制度は、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げ

た犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた

犯罪被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被

害者等給付金を支給し、犯罪被害等を早期に軽減するとともに再び平穏

な生活を営むことができるよう支援するものです。

	 犯罪被害者等給付金には、次の３種類があります。

遺族給付金 犯罪被害者遺族の方に支給される

障害給付金 犯罪被害者の方に障害が残った場合に支給される

重傷病給付金 犯罪被害者の方が重い傷害を受け又は疾病にかかった場合
に支給される

　 問 合 せ 先 　	 警察本部警務部警務課 犯罪被害者支援室

	 電話　（代表）０２６-２３３-０１１０　（内線）２６５０～２６５３

	 受付時間　平日　８：３０～１７：１５

　 施 設 所 在 地 　	 県庁内（７２ページ参照）

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 （県警ホームページ）　https://www.pref.nagano.lg.jp/police/　

　 担 　 当 　 課 　	 警察本部警務部警務課 犯罪被害者支援室
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【認定ＮＰＯ法人長野犯罪被害者支援センター】 
（犯罪被害者等早期援助団体）

　 事 業 の 内 容 　	 ○犯罪被害者等の悩み等に対する相談

	 　・電話相談

	 　・�電話相談の結果、必要に応じて面接相談を実施（公認心理師、臨床

心理士、弁護士等の専門家による面接相談あり）

	 ○犯罪被害者等に対する直接的支援活動

	 　・警察・裁判所・病院等への付き添い

	 　・公判の代理傍聴等、役務の提供

	 ○被害者緊急支援金支給事業

	 　・�相談を受理している身体犯の被害者に対し、必要に応じて支援金を

支給するもの

　 相 談 対 象 者 　	 犯罪、事故による被害者及びその家族

　 相 談 担 当 者 　	 相談員

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談（必要に応じて面接相談実施）

　 問 合 せ 先 　	 相談電話

	 長　野：０２６-２３３-７８３０

	 中　信：０２６３-７３- ０７８３

	 相談受付時間

	 土・日・祝日を除く　１０：００～１６：００（中信は月・水のみ）

　 施 設 所 在 地 　	� （犯罪被害者等早期援助団体）認定ＮＰＯ法人長野犯罪被害者支援セン

ター

	 長野市大字南長野南県町６８５番地２号　長野県食糧会館３階

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 http://nagano-vs.net/

　 担 　 当 　 課 　	 センター独自事業（担当：警察本部警務課 犯罪被害者支援室）
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【法テラス長野】　犯罪被害者支援

　 事 業 の 内 容 　	� 犯罪の被害にあわれた方やそのご家族に対し、刑事手続きへの適切な関

与や、お受けになった損害・苦痛の回復・軽減を図るための制度、犯罪

被害者支援団体等に関する情報を提供します。

	� また、内容によっては犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士を紹介

します。

　 相 談 対 象 者 　	 制限はありません。

　 相 談 担 当 者 　	 情報提供担当職員が相談にあたります。

　 相 談 の 方 法 　	 電話・面談等（面談は予約優先制）

　 問 合 せ 先 　	 犯罪被害者支援ダイヤル

	 ・電　話　０１２０－０７９７１４

	 ・平　日　９：００～２１：００

	 ・土曜日　９：００～１７：００

	 ・ホームページ（２４時間いつでも情報の検索や問い合せが可能）

	 　URL　https://www.houterasu.or.jp/

	 ・面談の場合は法テラス長野にて対応（平日　９：００～１７：００）

　 施 設 所 在 地 　	 〒380-0835

	 長野市新田町1485-1　もんぜんぷら座４階

	 日本司法支援センター長野地方事務所（法テラス長野）
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【長野保護観察所】　犯罪被害者等に対する支援

　 事 業 の 内 容 　	 １　意見等聴取制度
	 　　�仮釈放や少年院からの仮退院等を許すか否かの判断をするために地方更生保護委員

会が行う審理において、仮釈放・仮退院、生活環境調整及び保護観察に関する意見

や被害に関する心情を、審理を行っている委員に述べることができる制度。ただし、

審理期間中のみ利用可能。加害者の仮釈放・仮退院の審理が開始されたことは、下

記３の通知制度を利用することにより知ることができる。

	 ２　心情等聴取・伝達制度

	 　　�被害に関する心情、被害を受けられた方の置かれている状況、保護観察中の加害者

の生活や行動に関する意見等をお聴きし、希望があればこれを保護観察中の加害者

に伝える制度。ただし、加害者の保護観察中のみ利用可能。加害者の保護観察が開

始されたことは、下記３の通知制度を利用することにより知ることができる。

	 ３　加害者に関する情報の通知制度

	 　　�加害者が刑事処分、保護処分になった場合に、加害者の情報を伝達する制度。保護

観察所からは、①保護観察開始に関する事項　②保護観察中の処遇状況に関する事

項　③保護観察の終了に関する事項が通知される。

	 ４　相談・支援

	 　　被害の回復等や刑事に関する手続への適切な関与のための支援を行う。

　 相 談 対 象 者 　	 上記１の対象者：
	 　�仮釈放・仮退院の審理の対象となっている加害者の犯罪等により被害を受けた方。被

害を受けた方の法定代理人、被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされてい

る場合は、その配偶者、直系親族又は兄弟姉妹

	 上記２の対象者：

	 　�加害者が保護観察に付される理由となった犯罪等により被害を受けた方。被害を受け

た方の法定代理人、被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、

その配偶者、直系親族又は兄弟姉妹

	 上記３の対象者：

	 　①�　加害者が刑事処分に付される理由となった犯罪等により被害を受けた方、その親

族若しくはこれに準ずる者又は弁護士であるその代理人で通知の申出をされている

方

	 　②�　保護処分に付される理由となった犯罪等により被害を受けた方、その法定代理人、

被害者が亡くなっていたり、重い病気やけがをされている場合は、その配偶者、直

系親族若しくは兄弟姉妹又はこれらの者から委託を受けた弁護士で通知の申出をさ

れている方

	 上記４の対象者：

	 　犯罪被害に遭われた方やその親族

　 相 談 担 当 者 　	 被害者担当官（保護観察官）、被害者担当保護司
　 相 談 の 方 法 　	 電話、来所、法務省ウェブサイトの相談フォームによる相談
　 問 合 せ 先 　	 長野保護観察所
	 被害者専用電話　０２６-２３４-２０６０

	 平日　１０：００～１６：００

　 施 設 所 在 地 　	 〒380-0846
	 長野市旭町1108

　 担 　 当 　 課 　	 長野保護観察所企画調整課



37

人権問題
全 般

同和問題

外 国 人
県 民

女性・男性・
性的マイノリティ

子ども・
若 者

高 齢 者

障がい者

精神保健
／ 医 療

福祉全般

HIV感染者
等・ハンセン
病元患者等

犯 罪
被害者等

刑を終えて
出所した人

消　 費

交通事故

教育関係

住　 居

法　 律

労 働・
雇 用

産　 業

警察関係

税 金・
公共料金

関連情報

索　 引

人権問題
全 般

同和問題

外 国 人
県 民

女性・男性・
性的マイノリティ

子ども・
若 者

高 齢 者

障がい者

精神保健
／ 医 療

福祉全般

HIV感染者
等・ハンセン
病元患者等

犯 罪
被害者等

刑を終えて
出所した人

消　 費

交通事故

教育関係

住　 居

法　 律

労 働・
雇 用

産　 業

警察関係

税 金・
公共料金

関連情報

索　 引

長野県性暴力被害者支援センター ”りんどうハートながの”

　 問 合 せ 先 　	� 相談専用電話　＃８８９１（通話料無料）　�

又は　０２６－２３５－７１２３ 

	 （２４時間３６５日）

	 E-mail　rindou-heart@pref.nagano.lg.jp

	 ※詳細は６ページを参照

【長野保護観察所】　更生緊急保護

　 事 業 の 内 容 　	� 親族からの援助又は公共の衛生福祉その他の施設から医療､ 宿泊､ 職業

その他の保護を受けることができない場合の緊急の保護

　 相 談 対 象 者 　	� 刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後、原則６ヶ月

以内の人

　 相 談 担 当 者 　	 保護観察官

　 相 談 の 方 法 　	 来所による面接相談

　 問 合 せ 先 　	 長野保護観察所

	 電話　０２６-２３４-１９９３

	 平日　８：３０～１７：１５

　 施 設 所 在 地 　	 〒380-0846

	 長野市旭町1108

　 担 　 当 　 課 　	 長野保護観察所処遇部門
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消費生活相談

　 事 業 の 内 容 　	� 消費生活センターに消費生活相談員を配置し、架空請求や訪問販売等に

関するトラブル、多重債務、製品安全等、消費者トラブルに関する相談

処理にあたる。

　 相 談 対 象 者 　	 消費者

　 相 談 担 当 者 　	 消費生活相談員

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、LINE相談（※）、来所による面接相談

	 地域振興局に設置するパソコン端末からのオンライン相談【予約制】（※）

　 問 合 せ 先 　	 県消費生活センター

セ ン タ ー 名 電話番号・ＦＡＸ 相談受付日
時　　　間

長野県消費生活センター ＴＥＬ　０２６３-４０-３６６０
ＦＡＸ　０２６３-４０-３７０１ 平日８：３０～１７：００

　 施 設 所 在 地 　	 セ ン タ ー 名 所在地

長野県消費生活センター 〒390-0852　松本市大字島立1020
松本合同庁舎４階

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.nagano-shohi.net/

　 担 　 当 　 課 　	 県民文化部くらし安全・消費生活課

　 そ 　 の 　 他 　	 各市町村にも消費生活センター又は相談窓口があります。

	 「188（局番なし）」でお近くの相談窓口に電話がつながります。

	 （※）�LINE相談、オンライン相談の詳細につきましては、上記＜関連

URL＞に記載の県公式ホームページでご確認ください。
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交通事故相談所

　 事 業 の 内 容 　	� 交通事故被害者やその家族等の損害賠償、その他交通事故に関連する相談に対
する助言、指導及び関係援護機関へのあっ旋

	 １　主な相談内容
	 　　・損害賠償の請求方法（自賠責保険、任意保険）
	 　　・示談の進め方
	 　　・過失割合の決め方、賠償額の計算方法
	 　　・治療費用と労災保険、健康保険、社会保険の関係
	 　　・調停、訴訟手続きに関すること
	 　　・交通事故に関する生活上の問題　　など
	 ２　関係援護機関への紹介・あっ旋
	 　　�相談内容により、必要がある場合は、(公財)交通事故紛争処理センター、

地方法務局、保健福祉事務所、公共職業安定所、弁護士会等関係機関を紹介・ 
あっ旋します。

	 ３　相談場所
	 　　�県下３ヶ所（本所、松本支所、飯田支所）のほか、その他の７地域において、

相談員が出向いて、定期的に巡回相談を行っています。
	 ４　その他
	 　　示談交渉の「あっ旋」はいたしかねますので御了承ください。
　 相 談 対 象 者 　	 交通事故被害者及びその家族や雇用主、友人等。
	 （交通事故加害者の相談も受け付けている。）
　 相 談 担 当 者 　	 交通事故相談員（専任）が対応。
　 相 談 の 方 法 　	 来所による面接相談、電話相談
	� 巡回相談等で不在になることがありますので、面接相談を希望される場合は、

事前に電話で予約をお願いします。
　 問 合 せ 先 　	 １　交通事故相談所（常設相談所）

相談場所 電話番号 場　　所 相談受付時間 所在地
長野本所 ０２６-２３５-７１７５ 長野合同庁舎南庁舎内 平日

8：30～
17：00

７２
ページ
参照

松本支所 ０２６３-４０-１９４９ 松本合同庁舎内
飯田支所 ０２６５-５３-０４２９ 飯田合同庁舎内

	 ２　巡回相談
	 　　・相談時間　１０：００～１５：００　
	 　　　�相談日は下記地域振興局総務管理(・環境)課又は上記常設相談所にお問

い合わせください。
	 　　・相談場所（７地域）

佐 久 地 域 振 興 局 ０２６７-６３-３１３３

所在地
７２ページ参照

上 田 地 域 振 興 局 ０２６８-２５-７１１３
諏 訪 地 域 振 興 局 ０２６６-５７-２９０２
上伊那地域振興局 ０２６５-７６-６８０３
木 曽 地 域 振 興 局 ０２６４-２５-２２１３
北アルプス地域振興局 ０２６１-２３-６５０２
北 信 地 域 振 興 局 ０２６９-２３-０２１４

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.pref.nagano.lg.jp/kurashi-shohi
	 /kurashi/anzen/taisaku/taisakugakari/sodanjo.html
　 担 　 当 　 課 　	 県民文化部くらし安全・消費生活課
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教育相談事業

　 事 業 の 内 容 　	� 保護者、児童生徒、教師等からのいじめ・不登校等の教育全般の相談に

応じ、児童生徒の健全な育成に資する。

　 相 談 対 象 者 　	 保護者、児童生徒、教師等

　 相 談 担 当 者 　	 指導主事、教育相談員

　 相 談 の 方 法 　	 ○�５教育事務所と総合教育センターに電話若しくは直接来所して相談す

る。

　 問 合 せ 先 　	 ○各教育事務所（所在地７３ページ参照）

東信教育事務所 ０２６７-２４-５５７０

南信教育事務所 ０２６５-７２-４６４７

飯 田 事 務 所 ０２６５-５３-０４６２

中信教育事務所 ０２６３-４７-７８３０

北信教育事務所 ０２６-２３２-７８３０

	 ○総合教育センター

	 　０２６３-５３- ８８１１

	 　（〒399-0711　塩尻市片丘南唐沢6342-4）　　

	 　受付時間　平日　９：００～１７：００

　 担 　 当 　 課 　	 教育委員会事務局心の支援課

受付時間
平日　9:00 ～17:00
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特別支援学校人権相談

　 事 業 の 内 容 　	 特別支援学校での人権にかかわった問題について相談に応じます。

　 相 談 対 象 者 　	 特別支援学校に在籍している幼児・児童・生徒及びその保護者

　 相 談 担 当 者 　	 特別支援学校　教頭、人権教育担当者、教育相談担当者

	 特別支援教育課　担当

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談

　 問 合 せ 先 　	

	 相談時間　平日　８：３０～１７：１５

　 担 　 当 　 課 　	 教育委員会事務局特別支援教育課

学校名 電話番号

長 野 盲 学 校 ０２６-２４３-７７８９

松 本 盲 学 校 ０２６３-３２-１８１５

長 野 ろ う 学 校 ０２６-２４１-５３２０
（FAX　026-244-9217）

松 本 ろ う 学 校 ０２６３-５８-３０９４
（FAX　0263-85-1411）

長 野 養 護 学 校 ０２６-２９６-８３９３

伊 那 養 護 学 校 ０２６５-７２-２８９５

松 本 養 護 学 校 ０２６３-５９-２２３４

諏 訪 養 護 学 校 ０２６６-６２-５６００

花 田 養 護 学 校 ０２６６-２８-３０３３

稲 荷 山 養 護 学 校 ０２６-２７２-２０６８

若 槻 養 護 学 校 ０２６-２９５-５０６０

上 田 養 護 学 校 ０２６８-３５-２５８０

寿 台 養 護 学 校 ０２６３-８６-００４６

飯 田 養 護 学 校 ０２６５-３３-３７１１

安 曇 養 護 学 校 ０２６１-６２-４９２０

小 諸 養 護 学 校 ０２６７-２２-６３００

飯 山 養 護 学 校 ０２６９-６７-２５８０

木 曽 養 護 学 校 ０２６４-２２-３５５３

教 育 委 員 会 事 務 局
　 特 別 支 援 教 育 課

０２６-２３５-７４５６
（県庁内線　4378、4379）
（FAX　026-235-7459）

須坂市立須坂支援学校 ０２６-２４５-００８２
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高等学校等の奨学金等の貸与制度

　 事 業 の 内 容 　	 １　奨学金等の概要

奨学金 遠距離通学費 定時制通信制課程修学
奨励金

趣
　
旨

高等学校等※ に在学する者で、向学心を有し
ながら、経済的理由により修学が困難である
者の修学の奨励及び通学費等の負担の軽減

勤労青少年の高等学校
の定時制及び通信制へ
の修学促進

貸
与
月
額

公立　
8,000円
18,000円
28,000円
私立
20,000円
30,000円
40,000円

通学費等の月額の7/10

千円未満切捨て
上限　26,000円

14,000円

償還
期間 卒業等後１年据置、貸与期間の３倍の期間

・卒業したときは償還免除
・�退学等後６ヵ月据置、
貸与期間の相当期間

利子 無　利　子

	 ※�高等学校等・・・�高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）、特別支援学校

の高等部、専修学校高等課程

	 ２　奨学金等の併給の可否

区分 奨学金 遠距離通学費 修学奨励金

奨 学 金 ○ ×

遠距離通学費 ○ ×

修 学 奨 励 金 × ×

　 問 合 せ 先 　	 各高等学校

	 教育委員会事務局高校教育課

	 ０２６－２３５－７４２８（県庁内線４３５４）

	 受付時間　平日　８: ３０～１７: １５

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.pref.nagano.lg.jp

	 /kyoiku/koko/gakko/gakko/shogakukin/index.html

　 担 　 当 　 課 　	 教育委員会事務局　高校教育課

私立高等学校授業料等軽減事業

授業料や入学金の軽減に関する制度です。最新情報は以下の問合せ先へ御確認ください。

　 問 合 せ 先 　	 在籍する私立高等学校

	 県民文化部県民の学び支援課私学振興係　

	 ０２６－２３５－７０５８（県庁内線２５４４）

　 担 　 当 　 課 　	 県民文化部県民の学び支援課私学振興係　
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県営住宅への優先入居制度

　 事 業 の 内 容 　	� 特に住宅に困窮している事情のある者が県営住宅に優先的に入居できる

よう配慮した、入居者選考制度を設定。

	 １　優先入居対象者

優先入居対象区分 優先入居対象世帯の概要

生 活 保 護 世 帯 生活保護法第６条第１項に規定する被保護者

障 が い 者 世 帯

入居申込者又は同居の親族のいずれかが次に該当する者
・�戦傷病者手帳の交付を受けている者で、恩給法別表第
１号表ノ２に掲げる特別項症から第６項症までの障が
いの程度にある者又は別表第１号表ノ３に掲げる第１
款症の程度にある者 
・�身体障害者手帳の交付を受けている者で、１級から４
級に相当する障がいのある者 
・�療育手帳の交付を受けている者で、県健康福祉部の定
める障がいの程度の区分表による判定が重度又は中程
度である者 
・�精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、１
級から２級に相当する障がいのある者

母子及び父子世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第６項に規定する
配偶者のない者で、20歳未満の子を扶養している者

高 齢 者 世 帯

入居申込者が60歳以上で、同居する親族のすべてが次
のいずれかに該当する者 
・�18歳未満の者
・�60歳以上の者 
・�上記「障がい者世帯」に該当する者

引 揚 者 世 帯 終戦前から引続き日本国籍を有し、かつ日本以外の地域
に居住していた者等

中国残留邦人等 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の
自立の支援に関する法律第２条に規定する者

多 子 世 帯 同居者に、18歳未満の子が３人以上いる者

子 育 て 世 帯 同居者に、中学校卒業までの子等のいる世帯

配偶者又は配偶
者以外の者からの
暴力被害者世帯

女性相談支援センター所長又は福祉事務所長の入居依
頼があった者

犯罪被害者等世帯 犯罪の被害により従前の住宅に居住することが困難と
なったことが明らかな者

そ の 他 世 帯 著しく住宅に困窮し、優先的に入居を認めることが適当
な者

	 ２　選考方法

	 (1)抽選による選考

	 　  優先入居対象者は２回抽選（一般の申込者は1回）

	 (2)評価による選考

	 　  住宅困窮度を点数により評価し、入居の可否を決定

	 　  評価が基準を満たしている場合には、点数が上位の者から入居可
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	 　　※「子育て世帯」「犯罪被害者等世帯」については評価による選考はなし

	 ３　優先入居の事実を証明する書類

	 　　申し込みには、障害者手帳など、その事実を証明する書類等が必要

　 問 合 せ 先 　	 県営住宅を管轄する建設事務所建築担当課（所在地７３ページ参照）

佐 久 ０２６７-６３-３１５９

上 田 ０２６８-２５-７１４３

諏 訪 ０２６６-５７-２９２３

伊 那 ０２６５-７６-６８３１

飯 田 ０２６５-５３-０４３３

木 曽 ０２６４-２５-２２２９

松 本 ０２６３-４０-１９３４

大 町 ０２６１-２３-６５２４

長 野 ０２６-２３４-９５２９

北 信 ０２６９-２３-０２２０

	 受付時間　平日８：３０～１７：１５

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.pref.nagano.lg.jp

	 /jutaku/kurashi/sumai/kene/joho/index.html

　 担 　 当 　 課 　	 建設部建築住宅課 公営住宅室
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【法テラス長野】　情報提供

　 事 業 の 内 容 　	� 法的トラブルの紛争解決に役立つ情報や、法律サービスを提供する国、地方公

共団体、各種相談機関、弁護士・司法書士等の各種士業団体の相談窓口の情報

を無料で提供します。

　 相 談 対 象 者 　	 制限はありません。

　 相 談 担 当 者 　	 情報提供担当職員が相談にあたります。

　 相 談 の 方 法 　	 電話・面談等（面談は予約優先制）

　 問 合 せ 先 　	 サポートダイヤル

	 ・電　話　０５７０－０７８３７４

	 ・平　日　９：００～２１：００

	 ・土曜日　９：００～１７：００

	 ・ホームページ（２４時間いつでも情報の検索や問合せが可能）

	 　URL　 https://www.houterasu.or.jp/

	 ・面談の場合は法テラス長野にて対応

	 　（平日　１０：００～１２：００、１３：００～１６：００）

　 施 設 所 在 地 　	 日本司法支援センター長野地方事務所（法テラス長野）

	 〒380-0835

	 長野市新田町1485-1　もんぜんぷら座４階

【法テラス長野】　民事法律扶助

　 事 業 の 内 容 　	� 経済的にお困りの方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行い （法律

相談援助）、弁護士・司法書士の費用の立替えを行います（代理援助・書類作成援助）。

	 （※刑事事件は対象外）

　 相 談 対 象 者 　	 「資力（月収及び預貯金）が一定額以下」の方が対象となります。

	 個人の方が対象となります。

	 月収（手取り・賞与含む）・預貯金の目安

	 例：単身者　182,000円以下、預貯金180万円以下

	 ※家賃・住宅ローン・医療費などの出費がある場合は一定額が考慮されます。

	 ※詳しくは法テラス長野までお問い合わせください。

　 相 談 担 当 者 　	 弁護士・司法書士

　 相 談 の 方 法 　	 法律相談は事前予約制（1回30分。同一問題につき３回が限度）

	 ・�法テラス長野での相談の他、法テラスと契約をしている弁護士・司法書士の

事務所でも相談が可能

　 問 合 せ 先 　	 法テラス長野

	 ・電　　話　０５７０－０７８３２７

	 ・業務時間　平日　９: ００～１７: ００

　 施 設 所 在 地 　	 日本司法支援センター長野地方事務所（法テラス長野）

	 〒380-0835

	 長野市新田町1485-1　もんぜんぷら座４階
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労働相談事業

　 事 業 の 内 容 　	 労働問題全般について、公正･中立な立場でアドバイスを行う。

　 相 談 対 象 者 　	 労働者、使用者

　 相 談 担 当 者 　	 労働相談員及び労政事務所職員

　 相 談 の 方 法 　	 電話・メールによる相談、来所による面接相談

　 問 合 せ 先 　	 各労政事務所（４か所）

東信労政事務所 ０２６８-２５-７１４４
０２６８-２３-１６２９（相談専用）

南信労政事務所 ０２６５-７６-６８３３

中信労政事務所 ０２６３-４０-１９３６

北信労政事務所 ０２６-２３４-９５３２

	 受付時間　平日　　８：３０～１７：１５

　 施 設 所 在 地 　	 東 信 〒386-8555　上田市材木町1-2-6 県上田合同庁舎内

南 信 〒396-8666　伊那市荒井3497 県伊那合同庁舎内

中 信 〒390-0852　松本市島立1020 県松本合同庁舎内

北 信 〒380-0836　長野市南長野南県町686-1 県長野合同庁舎内

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.pref.nagano.lg.jp

	 /rodokoyo/sangyo/rodo/sodan/rodo/index.html

　 担 　 当 　 課 　	 産業労働部労働雇用課

労働教育講座事業

　 事 業 の 内 容 　	� 労働問題及び社会経済問題に関する基本的な知識を体系的に習得するための講

座を行う。

	 ○地区労働フォーラム

	 　�労働基準法を基本に労働問題全般について、地域の実情に合わせ、時宜に適っ

た課題をテーマに講習会等を実施する。

	 　・対 象 者　労働者、使用者及び一般県民

	 　・開 催 回 数　年４回（予定）

	 ○心の健康づくりフォーラム

	 　�健康で安心して働ける環境づくりのため、職場のメンタルヘルスについて講

習会等を実施する。

	 　・対 象 者　労働者、使用者及び一般県民

	 　・開 催 回 数　年４回（予定）

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.pref.nagano.lg.jp

	 /rodokoyo/sangyo/rodo/shuro/koza.html

　 担 　 当 　 課 　	 産業労働部労働雇用課



47

人権問題
全 般

同和問題

外 国 人
県 民

女性・男性・
性的マイノリティ

子ども・
若 者

高 齢 者

障がい者

精神保健
／ 医 療

福祉全般

HIV感染者
等・ハンセン
病元患者等

犯 罪
被害者等

刑を終えて
出所した人

消　 費

交通事故

教育関係

住　 居

法　 律

労 働・
雇 用

産　 業

警察関係

税 金・
公共料金

関連情報

索　 引

外国人材受入企業サポート事業

　 事 業 の 内 容 　	� 人手不足の解消や海外展開等のため、外国人材の受入れを希望する県内

企業等からの相談に対応

　 相 談 対 象 者 　	 外国人材の受入れを希望する県内企業等

　 相 談 担 当 者 　	 行政書士

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、面接相談（事前予約制）

　 問 合 せ 先 　	 長野県外国人材受入企業サポートセンター

	 電話:026-217-1471

	 FAX:026-217-1472

	 Email:nagano-gsc@aroma.ocn.ne.jp

　 施 設 所 在 地 　	 長野市大字南長野南県町1009-3　長野県行政書士会館内

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://nagano-gaisapo.org/

　 担 　 当 　 課 　	 産業労働部労働雇用課

創業相談（信州スタートアップステーション）

　 事 業 の 内 容 　	� 新たな価値を産み出す創業・新規事業創出に関する相談対応及びセミ

ナー等を開催します。また、創業希望者や創業後間もない企業及び支援

機関等の交流の場を提供します。

　 相 談 対 象 者 　	 創業希望者、創業後間もない企業等

　 相 談 担 当 者 　	� 有限責任監査法人トーマツ（運営受託者）のコンサルタント、公認会計士、

中小企業診断士等

　 相 談 の 方 法 　	 来所・電話・メール・Web会議ツールによる面接相談

　 問 合 せ 先 　	 信州スタートアップステーション運営事務局

	 有限責任監査法人トーマツ　

	 TEL：070-4548-2758　電子メール：shinshuss@tohmatsu.co.jp）

　 施 設 所 在 地 　	 〒390-0874

	 松本市大手3丁目3番9号　ICT拠点施設「サザンガク」内

	 〒380-0833

	 長野市鶴賀権堂町2312-1 「NICOLLAP」内

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	� https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/sangyo/shokogyo/

sogyo/sss.html

　 担 　 当 　 課 　	 産業労働部経営・創業支援課
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移住. UＩJターン転職に関する相談業務

　 事 業 の 内 容 　	� 長野県へのＵＩJターン就職を希望される方に対し、県内企業の求人情報の提供、
就業相談を行う。

	� 銀座ＮＡＧＡＮＯ（５階）において、ハローワークを併設し、就業支援ナビゲー
ターが仕事の相談に対応。　

	 ・求職者等に対する県内企業の求人情報の提供
	 ・個別相談、電子メールによる就業相談
	 ・職業紹介・職業斡旋（ハローワークのみ）
	 ・ホームページ「楽園信州」による情報発信
　 相 談 対 象 者 　	 長野県へのＵＩJターン就職を希望する者
　 相 談 担 当 者 　	 信州暮らし案内人、就業支援ナビゲーター
　 相 談 の 方 法 　	 来所、電話、電子メール、オンライン
　問合せ先・所在地　	 ○企画振興部地域振興課
	 　（信州暮らし案内人）
	 　電　話　０２６－２３３－１７９４
	 　E-mail　iju-support@pref.nagano.lg.jp
	 　受付時間　８：３０～１７：１５（土日・祝日・年末年始を除く）
	 　所在地　県庁地域振興課（７２ページ参照）
	 ○「銀座ＮＡＧＡＮＯ」５階（ハローワーク併設）
　	 　（信州暮らし案内人、就業支援ナビゲーター）
	 　電　話　０３－６２７４－６０１６
	 　受付時間　１０：００～１８：００
	 　　　　　　（移住相談：祝日・年末年始を除く）
	 　　　　　　（ハローワーク：日月・祝日・年末年始を除く）
	 　所在地　〒104-0061
	 　　　　　東京都中央区銀座5-6-5　ＮＯＣＯ ５階
　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.rakuen-shinsyu.jp/　（楽園信州HP）
　 担 　 当 　 課 　	 企画振興部地域振興課

地域就労支援センター（愛称：Jobサポ）事業

　 事 業 の 内 容 　	� 職業紹介を行う専門のアドバイザーが、子育て中の女性や障がい者などお仕事
にお困りの方の意向等を伺いながら伴走型で就業に向けた支援を実施

　 相 談 対 象 者 　	� 子育て中の女性、障がい者（発達障がい者、難治性疾患患者を含む。）、中国帰国
者、ひとり親家庭の父母（母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦）等、ひきこもり
の状態にある方、その他お仕事にお困りの方

　 相 談 担 当 者 　	 専門アドバイザー
　 相 談 の 方 法 　	 面接相談、オンライン相談（事前予約制）
　 問 合 せ 先 　	 地域就労支援センター「Jobサポ」事務局
	 電話：０５０-５５３６-８２３４（受付時間：平日９時30分～17時30分）
　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://jobsapo-nagano.jp/
　 担 　 当 　 課 　	 産業労働部労働雇用課
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ジョブカフェ信州運営事業

　 事 業 の 内 容 　	� 若年者に対して、キャリアコンサルティング、就職に関する情報提供、職業紹

介などのサービスをワンストップで提供するほか、必要に応じセミナーや就労

体験などのサービスを提供

	 【施設内事業】

	 ・キャリアコンサルティング（就職相談）

	 ・就職に関する情報提供

	 ・職業紹介

	 　（併設ハローワークで、求人検索や相談員による職業紹介）

	 ・セミナーの開催

	 　（コミュニケーションスキルの修得、履歴書作成や面接の受け方などの支援）

	 【施設外事業】

	 ・就業支援地域アドバイザー派遣事業

	 　（個別相談、セミナー講師など）

	 ・ミニジョブカフェ事業

	 　（市町村と共同で個別相談会やセミナーを開催）

	 ・就労体験事業（ジョブチャレ）

	 　（農業、公園管理、福祉施設、製造業、販売業など）

　 相 談 対 象 者 　	 ４０代前半までの、失業者・無業者、フリーター、学生・生徒

　 相 談 担 当 者 　	 就業支援アドバイザー

　 相 談 の 方 法 　	 来所による面接相談、オンライン相談

　 問 合 せ 先 　	 ジョブカフェ信州

	 E-mail：jobcafe-shinshu@pref.nagano.lg.jp

松 本 センタ ー
ＴＥＬ０２６３-３９-２２５０
ＦＡＸ０２６３-３９-２２６０
受付時間：平日８：３０～１７：１５　　　　

長 野 分 室
ＴＥＬ０２６-２２８-０３２０
ＦＡＸ０２６-２２８-０３６０
受付時間：平日９：００～１７：１５

銀座サテライト
ＴＥＬ０１２０－２７５－９８０
※　予約制・開所日は原則日曜日（年末年始除く）
　　対象：学生・卒業後概ね３年以内の方

　 施 設 所 在 地 　	
松 本 センタ ー

〒390-0815
松本市深志1-4-25
松本フコク生命駅前ビル１階、２階

長 野 分 室 〒380-0835
長野市新田町1485-1　もんぜんぷら座４階

銀座サテライト
〒104-0061
東京都中央区銀座5丁目6-5
ＮＯＣＯビル５階　銀座NAGANO内

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.jobcafe-shinshu.pref.nagano.lg.jp/

　 担 　 当 　 課 　	 産業労働部労働雇用課
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労使紛争を解決するためのあっせん

　 事 業 の 内 容 　	� 労働委員会では、労働者個人と事業主間の労働に関するトラブル解決をお手伝
いする「あっせん」を行っています。

	 ○トラブルの例・・・・

	 　・会社を突然解雇されてしまった。納得できない。

	 　・パートで働いているが、何の説明もなく時給を下げられた。

	 　・職場でのいじめ・いやがらせにより退職に追い込まれた。

	 　・配置転換を命令したが、なかなか従業員に納得してもらえない。･･･など　

	 ○あっせんとは・・・

	 　�経験豊かなあっせん員が、労使双方の主張を確かめ、場合によりあっせん案を

示しながら労使双方に働きかけ、トラブルの自主的解決を援助する制度です。

	 　�手続きは簡単・無料で、相談・あっせんの秘密は守られます。

	 　�県内に所在する事業所に勤務する（していた）労働者又は事業主のどちらから

も申請できます。

	 ○あっせん員とは・・・

	 　�公益委員（大学教授・弁護士など）、労働者委員（労働組合役員）、使用者委員（企

業経営者など）、事務局職員の４者構成を原則とします。

	 ○まずは労政事務所にご相談を

	 　�県内４か所の労政事務所では、専門の労働相談員がトラブルの解決方法をア

ドバイスします。

	 　解決方法としてあっせんが適当であれば申請を助言します。

　 相 談 対 象 者 　	 労働者の方・事業主の方
　 相 談 担 当 者 　	 ○労働委員会事務局職員
	 ○労働相談員又は労政事務所職員

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、来所による面接相談
　 問 合 せ 先 　	 ○労働委員会事務局
	 　電　話　０２６-２３５-７４６８（県庁内線　４２５５）

	 ○各労政事務所（４か所）

東信労政事務所 ０２６８-２５-７１４４
南信労政事務所 ０２６５-７６-６８３３
中信労政事務所 ０２６３-４０-１９３６
北信労政事務所 ０２６-２３４-９５３２

　 施 設 所 在 地 　	 ○県庁８階　労働委員会事務局（７２ページ参照）
	 ○各労政事務所（４か所）

東信 〒386-8555　上田市材木町1-2-6 県上田合同庁舎内
南信 〒396-8666　伊那市荒井3497 県伊那合同庁舎内
中信 〒390-0852　松本市大字島立1020 県松本合同庁舎内
北信 〒380-0836　長野市大字南長野南県町686-1 県長野合同庁舎内

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.pref.nagano.lg.jp
	 /roi/kensei/soshiki/soshiki/kencho/roi/index.html

　 担 　 当 　 課 　	 労働委員会事務局
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【長野労働局】　総合労働相談

　 事 業 の 内 容 　	� あらゆる分野の労働相談を受けるとともに、必要な関連情報を提供しま

す。

　 相 談 対 象 者 　	 労働者の方、事業主の方

　 相 談 担 当 者 　	 総合労働相談員

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、来局（署）による面接相談

　 問 合 せ 先 　	

名称 電話番号 所在地 相談時間

長野労働局総合労働相談コーナー 026-223-0551（代表）
〒380-8572
長野市中御所１丁目22-1 ４Ｆ
雇用環境・均等室内

月～金
(祝日・年末年始を除く)
９時00分～17時00分

長野総合労働相談コーナー 026-480-0631（代表）
〒380-8573
長野市中御所１丁目22-1 １Ｆ
長野労働基準監督署内

月～金
(祝日・年末年始を除く)
９時00分～17時00分

松本総合労働相談コーナー 0263-48-5707（代表）
〒390-0852
松本市大字島立1696
松本労働基準監督署内

月～金
(祝日・年末年始を除く)
９時00分～17時00分

岡谷総合労働相談コーナー 0266-22-3454（代表）
〒394-0027
岡谷市中央町1-8-4
岡谷労働基準監督署内

月～金
(祝日・年末年始を除く)
９時00分～17時00分

上田総合労働相談コーナー 0268-22-0338（代表）

〒386-0025
上田市天神2-4-70
上田労働総合庁舎 ３Ｆ
上田労働基準監督署内

月～金
(祝日・年末年始を除く)
９時00分～17時00分

飯田総合労働相談コーナー 0265-22-2635（代表）

〒395-0051
飯田市高羽町6-1-5
飯田高羽合同庁舎　３Ｆ
飯田労働基準監督署内

月～金
(祝日・年末年始を除く)
９時00分～17時00分

中野総合労働相談コーナー 0269-22-2105（代表）
〒383-0022
中野市中央1-2-21
中野労働基準監督署内

月～金
(祝日・年末年始を除く)
９時00分～17時00分

小諸総合労働相談コーナー 0267-22-1760（代表）
〒384-0017
小諸市三和1-6-22
小諸労働基準監督署内

月～金
(祝日・年末年始を除く)
９時00分～17時00分

伊那総合労働相談コーナー 0265-72-6181（代表）
〒396-0015
伊那市中央5033-2
伊那労働基準監督署内

月～金
(祝日・年末年始を除く)
９時00分～17時00分

大町総合労働相談コーナー 0261-22-2001（代表）
〒398-0002
大町市大町2943-5
大町労働基準監督署内

月～金
(祝日・年末年始を除く)
９時00分～17時00分

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 長野労働局ホームページ

	 https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/

　 担 　 当 　 課 　	 長野労働局雇用環境・均等室
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【長野労働局】　個別労働紛争解決制度

　 事 業 の 内 容 　	� 解雇、配置転換、賃下げなどの労働条件やいじめなど個々の労働者と事業主の
間のトラブル（個別労働関係紛争）の解決に向け、長野労働局が相手方への助言
や当事者間の調整などを行います。

	 １　制度の内容

内　　　容 概　　　　　　　要
労働局長による
助言・指導

当事者間で解決が困難な案件について、労使それぞれに助
言・指導を行います。

あっせん
紛争当事者双方の主張の要点を確かめ、長野紛争調整委員
会（弁護士・大学教授など）が紛争当事者間の調整を行い、話
合いを促進することにより円滑な解決（あっせん）を図ります。

	 　※民事裁判などと異なり、費用も時間もかからない簡易な手続きが特徴です。
	 ２　あっせんの手続き
	 　�長野労働局雇用環境・均等室、各総合労働相談コーナーへあっせん申請書を

提出してください。
　 問 合 せ 先 　	 ※問合せ先は５１ページ参照
　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 長野労働局ホームページ
	 https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/
　 担 　 当 　 課 　	 長野労働局雇用環境・均等室

【長野労働局】 
男女の雇用機会均等確保、育児・介護休業等仕事と家庭の両立
支援、パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理改善の相談

　 事 業 の 内 容 　	� 職場における性別を理由とした差別に関すること、妊娠等を理由とする不利益
取扱い・ハラスメントに関すること、女性労働者の母性健康管理等に関すること、
職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントに関すること、
育児休業・介護休業に関すること、パートタイム・有期雇用労働に関すること
などの相談に対応し、内容により行政指導、紛争解決援助を行います。

　 相 談 対 象 者 　	 労働者の方、事業主の方
　 相 談 担 当 者 　	 雇用環境・均等室職員、雇用均等指導員
　 相 談 の 方 法 　	 電話、来局による相談
　 問 合 せ 先 　	 長野労働局雇用環境・均等室
	 電　話　０２６-２２７-０１２５
	 相談時間
	 　月～金（祝日・年末年始は除く）
	 　８：３０～１７：１５
　 施 設 所 在 地 　	 〒380-8572　長野市中御所1-22-1
	 長野労働局雇用環境・均等室
　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 長野労働局ホームページ
	 https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/
　 担 　 当 　 課 　	 長野労働局雇用環境・均等室



53

人権問題
全 般

同和問題

外 国 人
県 民

女性・男性・
性的マイノリティ

子ども・
若 者

高 齢 者

障がい者

精神保健
／ 医 療

福祉全般

HIV感染者
等・ハンセン
病元患者等

犯 罪
被害者等

刑を終えて
出所した人

消　 費

交通事故

教育関係

住　 居

法　 律

労 働・
雇 用

産　 業

警察関係

税 金・
公共料金

関連情報

索　 引

【長野労働局】　労働条件等の相談

　 事 業 の 内 容 　	� 労働時間・賃金の支払等労働条件に関すること、職場の安全衛生、健康

管理に関すること、労働保険の適用徴収に関すること、労災保険の各種

給付に関する相談を行います。

　 相 談 対 象 者 　	 労働者の方、事業主の方

　 相 談 担 当 者 　	 労働基準監督署職員、相談員

　 相 談 の 方 法 　	 電話、来署による相談

　 問 合 せ 先 　	
名称 電話番号 所在地

長野労働基準監督署 026-223-6310（代表） 〒380-8573
長野市中御所1-22-1

松本労働基準監督署 0263-48-5693（代表） 〒390-0852
松本市島立1696

岡谷労働基準監督署 0266-22-3454（代表） 〒394-0027
岡谷市中央町1-8-4

上田労働基準監督署 0268-22-0338（代表） 〒386-0025
上田市天神2-4-70

飯田労働基準監督署 0265-22-2635（代表） 〒395-0051
飯田市高羽町6-1-5

中野労働基準監督署 0269-22-2105（代表） 〒383-0022
中野市中央1-2-21

小諸労働基準監督署 0267-22-1760（代表） 〒384-0017
小諸市三和1-6-22

伊那労働基準監督署 0265-72-6181（代表） 〒396-0015
伊那市中央5033-2

大町労働基準監督署 0261-22-2001（代表） 〒398-0002
大町市大町2943-5

	 相談時間　月～金（祝日・年末年始は除く）　８：３０～１７：１５

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 長野労働局ホームページ

	 https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/
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【長野労働局】　職業等の相談

　 事 業 の 内 容 　	� 職業相談、職業紹介に関すること、雇用保険適用・給付に関すること、

雇用促進のための各種助成金に関すること及び、高齢者・障害者・外国

人等の雇用管理に関する相談を行います。

　 相 談 対 象 者 　	 求職者の方、事業主の方

　 相 談 担 当 者 　	 ハローワーク職員、職業相談員

　 相 談 の 方 法 　	 電話・来所・オンラインによる相談

　 問 合 せ 先 　	 ハローワーク（公共職業安定所）

名称 電話番号 所在地

ハ ロ ー ワ ー ク 長 野 026-228-1300（代表） 〒380-0935
長野市中御所3-2-3

ハローワーク長野マザーズコーナー 026-228-0333（代表）
〒380-0835
長野市新田町1485-1
長野市もんぜんぷら座４Ｆ

長 野 新 卒 応 援 ハ ロ ー ワ ー ク 026-228-0989（代表）
〒380-0835
長野市新田町1485-1
長野市もんぜんぷら座4Ｆ

ハ ロ ー ワ ー ク 松 本 0263-27-0111（代表） 〒390-0828
松本市庄内3-6-21

松本新卒応援ハローワーク
（ヤングハローワーク松本） 0263-31-8600（代表）

〒390-0815
松本市深志1-4-25
松本フコク生命駅前ビル１Ｆ

ハ ロ ー ワ ー ク 上 田 0268-23-8609（代表） 〒386-8609
上田市天神2-4-70

ハ ロ ー ワ ー ク 飯 田 0265-24-8609（代表） 〒395-8609
飯田市大久保町2637-3

ハ ロ ー ワ ー ク 伊 那 0265-73-8609（代表） 〒396-8609
伊那市狐島4098-3

ハ ロ ー ワ ー ク 篠 ノ 井 026-293-8609（代表） 〒388-8007
長野市篠ノ井布施高田826-1

ハ ロ ー ワ ー ク 飯 山 0269-62-8609（代表） 〒389-2253
飯山市飯山186-4

ハローワーク木曽福島  0264-22-2233（代表） 〒397-8609
木曽郡木曽町福島5056-1

ハ ロ ー ワ ー ク 佐 久 0267-62-8609（代表） 〒385-8609
佐久市原565-1

ハローワーク佐久　小諸出張所 0267-23-8609（代表） 〒384-8609
小諸市御幸町2-3-18

ハ ロ ー ワ ー ク 大 町 0261-22-0340（代表） 〒398-0002
大町市大町2715-4

ハ ロ ー ワ ー ク 須 坂 026-248-8609（代表） 〒382-0099
須坂市墨坂2-2-17

ハ ロ ー ワ ー ク 諏 訪 0266-58-8609（代表） 〒392-0021
諏訪市上川3-2503-1

ハローワーク諏訪　岡谷出張所 0266-23-8609（代表） 〒394-0027
岡谷市中央町1-8-4
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ハ ロ ー ワ ー ク 長 野 （祝日・年末年始は除く）
月～金

8:30 ～17:15
〈延長時間〉
月・水曜日
8:30 ～19:00
第１・３土曜日
10:00 ～17:00

ハ ロ ー ワ ー ク 松 本 （祝日・年末年始は除く）
月～金

8:30 ～17:15
〈延長時間〉
火・木曜日
8:30 ～19:00
第２・４土曜日
10:00 ～17:00

長野新卒応援ハローワーク （祝日・年末年始は除く）
月～金 9:00 ～17:30

ハローワーク長野マザーズコーナー （祝日・年末年始は除く）
月～金 9:00 ～17:30

上 記 以 外 （祝日・年末年始は除く）
月～金 8:30 ～17:15

	 相談時間

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 長野労働局ホームページ

	 https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/
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【長野県社会福祉協議会】　福祉人材無料職業紹介事業

　 事 業 の 内 容 　	� 福祉の職場で働きたい方と求人のある施設・事業所との橋渡しをします。

	 福祉の資格や求人・求職状況等に関する相談に応じます。

　 相 談 対 象 者 　	 県民

　 相 談 担 当 者 　	 県社会福祉協議会　相談員

　 相 談 の 方 法 　	 面談、電話、ＦＡＸ、Eメール

　 問 合 せ 先 　	 電　話　０２６-２２６-７３３０

	 ＦＡＸ　０２６-２２７-０１３７

	 E-mail　jinzai@nsyakyo.or.jp

	 相談受付時間

	 平日　９：００～１７：００

　 施 設 所 在 地 　	 〒380-0936

	 長野市中御所岡田９８－１

	 長野県社会福祉協議会

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 http://fukushi-nagano.jp/

　 担 　 当 　 課 　	 委託事業（担当：健康福祉部地域福祉課・介護支援課）

【長野県社会福祉協議会】　保育士・保育所支援センター運営事業

　 事 業 の 内 容 　	 保育現場で働きたい方と求人のある施設・事業所との橋渡しをします。

　 相 談 対 象 者 　	 県民

　 相 談 担 当 者 　	 県社会福祉協議会　相談員

　 相 談 の 方 法 　	 面談、電話、ＦＡＸ、Eメール

　 問 合 せ 先 　	 電　話　０２６-２２６-７３３０

	 ＦＡＸ　０２６-２２７-０１３７

	 E-mail　jinzai@nsyakyo.or.jp

	 相談受付時間

	 平日　９：００～１７：００

　 施 設 所 在 地 　	 〒380-0936

	 長野市中御所岡田９８－１

	 長野県社会福祉協議会

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 http://hoiku-nagano.jp/

　 担 　 当 　 課 　	 委託事業（担当：県民文化部こども若者局こども・家庭課）
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ＮＰＯ法人設立に関する個別相談

　 事 業 の 内 容 　	 ＮＰＯ法人の設立手続等に関して、個別相談を行います。

	 ・ＮＰＯ法人設立手続、運営上の留意事項等

　 相 談 対 象 者 　	 社会貢献活動を行うためにNPO法人を設立したい方

　 相 談 担 当 者 　	 職員

　 相 談 の 方 法 　	 対面、電話又はZoom（広報・共創推進課のみ）による相談

　 問 合 せ 先 　	 ○企画振興部広報・共創推進課　

	 　０２６－２３５－７１８９（県庁内線２８６４）

	 ○各地域振興局総務管理（・環境）課（所在地は７２ページ参照）

佐 久 ０２６７－６３－３１３３

上 田 ０２６８－２５－７１１３

諏 訪 ０２６６－５７－２９０２

上 伊 那 ０２６５－７６－６８０３

南 信 州 ０２６５－５３－０４０２

木 曽 ０２６４－２５－２２１３

松 本 ０２６３－４０－１９０３

北アルプス ０２６１－２３－６５０２

長 野 ０２６－２３４－９５３１

北 信 ０２６９－２３－０２１４

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	� https://www.pref.nagano.lg.jp/koho/kurashi/kyodo/kyodo/npo/

setsuritsu/index.html

　 担 　 当 　 課 　	 企画振興部広報・共創推進課
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経営改善普及事業

　 事 業 の 内 容 　	� 小規模事業者の経営に詳しい、いわば経営面でのホームドクターともい

うべき経営指導員等が、主に以下の相談に応じる。

	 ・金融・信用保証の相談、あっせん

	 ・税務、経理、労務、社会保険　など

	 ・経営・技術の改善、知的財産権、商取引　など

　 相 談 対 象 者 　	 主に、小規模事業者

	 〔常時使用する従業員数が20人（商業・サービス業は５人）以下の事業者〕

　 相 談 担 当 者 　	 商工会等に配置されている経営指導員、補助員

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、来所等による面接相談

　 問 合 せ 先 　	 ○一般社団法人　長野県商工会議所連合会

	 　ＴＥＬ　０２６-２２６-６４３２

	 　ＦＡＸ　０２６-２２７-６４１０

	 　E-mail　kenren@nagano-cci.or.jp

	 ○長野県商工会連合会

	 　ＴＥＬ　０２６-２２８-２１３１

	 　ＦＡＸ　０２６-２２６-４９９６

	 　E-mail　shokoren@nagano-sci.or.jp

	 ○商工会・商工会議所

	 　県内の市町村に設置　（商工会　６９、商工会議所　１８）

　 施 設 所 在 地 　	 ○一般社団法人　長野県商工会議所連合会

	 　〒380-0904

	 　長野市七瀬中町276　長野商工会議所ビル３階　

	 ○長野県商工会連合会

	 　〒380-0936

	 　長野市大字中御所字岡田131-10　長野県中小企業会館１階

	 ○商工会・商工会議所

	 　県内の市町村に設置　（商工会　６９、商工会議所　１８）

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 ・一般社団法人　長野県商工会議所連合会

	 　https://www.nagano-cci.or.jp/kenren/

	 ・長野県商工会連合会

	 　https://www.nagano-sci.or.jp/

　 担 　 当 　 課 　	 産業労働部産業政策課
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経営総合相談

　 事 業 の 内 容 　	� 創業間もない企業、ベンチャー企業、新たな事業活動を行おうとする中

小企業の得意分野や課題（技術、販売等）等を把握し、その課題解決に最

適な外部経営資源（パートナー）を引き合わせたり、経営革新の具体的な

アドバイスをすることにより、円滑な事業推進を支援

　 相 談 対 象 者 　	� 創業間もない企業、ベンチャー企業、新分野進出を目指している企業、

独自の強みの発揮を目指している企業、事業転換を図ろうとしている企

業等

　 相 談 担 当 者 　	 （公財）長野県産業振興機構職員及び民間での経験豊富な同機構相談員

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、訪問・来所による面接相談

　 問 合 せ 先 　	 （公財）長野県産業振興機構

	 経営支援部　０２６-２２７-５０２８

　 施 設 所 在 地 　	 〒380-0928

	 長野市若里1-18-1　長野県工業技術総合センター３Ｆ

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.nice-o.or.jp/

　 担 　 当 　 課 　	 産業労働部経営・創業支援課



60 61

人権問題
全 般

同和問題

外 国 人
県 民

女性・男性・
性的マイノリティ

子ども・
若 者

高 齢 者

障がい者

精神保健
／ 医 療

福祉全般

HIV感染者
等・ハンセン
病元患者等

犯 罪
被害者等

刑を終えて
出所した人

消　 費

交通事故

教育関係

住　 居

法　 律

労 働・
雇 用

産　 業

警察関係

税 金・
公共料金

関連情報

索　 引

農業経営・技術指導及び新規就農に関する相談

　 事 業 の 内 容 　	� 農業者に対し農業経営や農畜産物の生産等に関する技術の指導を行います。

	� また、新たに農業を始めたいと希望される方に対し、就農に関する相談

対応を行います。

　 相 談 対 象 者 　	 農業者・新規就農希望者等

　 相 談 担 当 者 　	 農業農村支援センター職員

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、来所による面接相談

　 問 合 せ 先 　	 ○相談時間　電話、面接ともに　平日　８：３０～１７：１５

	 ○農業農村支援センターの連絡先

佐久農業農村
支援センター

〒385-8533　佐久市大字跡部65-1　佐久合同庁舎内
電話　(0267)63-3167
URL　�https://www.pref.nagano.lg.jp/sakuchi/nosei-

aec/kannai/kakuka/saku-nougyo.html

上田農業農村
支援センター

〒386-8555　上田市材木町1-2-6　上田合同庁舎内
電話　(0268)25-7157
URL　�https://www.pref.nagano.lg.jp/josho/nosei-

aec/kannai/gyomu/ueda-nogyo.html

諏訪農業農村
支援センター

〒392-8601　諏訪市上川１丁目1644-10　諏訪合同庁舎内
電話　(0266)57-2932
URL　�https://www.pref.nagano.lg.jp/suwachi/nosei-

aec/kannai/soshiki/suwa-nogyo.html

上伊那農業農村
支援センター

〒396-8666　伊那市荒井3497　伊那合同庁舎内
電話　(0265)76-6841
URL　�https://www.pref.nagano.lg.jp/kamichi/nosei-

aec/kannai/kamiina-nogyo.html

南信州農業農村
支援センター

〒395-0034　飯田市追手町２丁目678　飯田合同庁舎内
電話　(0265)53-0436
URL　�https://www.pref.nagano.lg.jp/shimochi/

nosei-aec/kannai/soshiki/minami-nogyo.html

木曽農業農村
支援センター

〒397-8550　木曽郡木曽町福島2757-1　木曽合同庁舎内
電話　(0264)25-2230
URL　�https://www.pref.nagano.lg.jp/kisochi/nosei-

aec/kannai/chihojimusho/kiso-nogyo.html

松本農業農村
支援センター

〒390-0852　松本市大字島立1020　松本合同庁舎内
電話　(0263)40-1947
URL　�https://www.pref.nagano.lg.jp/matsuchi/

nosei-aec/kannai/matsumoto-nogyo.html

北アルプス農業
農村支援センター

〒398-8602　大町市大町1058-2　大町合同庁舎内
電話　(0261)23-6543
URL　�https://www.pref.nagano.lg.jp/kitachi/nosei-

aec/kannai/soshiki/kita-nogyo.html

長野農業農村
支援センター

〒380-0836　長野市大字南長野南県町686-1　長野合同庁舎内
電話　(026)234-9536
URL　�https://www.pref.nagano.lg.jp/nagachi/nosei-

aec/kannai/renrakusaki/nagano-nogyo.html

北信農業農村
支援センター

〒383-8515　中野市大字壁田955　北信合同庁舎内
電話　(0269)23-0221
URL　�https://www.pref.nagano.lg.jp/hokuchi/nosei-

aec/kannai/soshiki/hokushin-nogyo.html

　 担 　 当 　 課 　	 農政部農業技術課、農村振興課
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農業労働力の確保・支援に関する相談

　 事 業 の 内 容 　	� 生産現場の喫緊の課題である農業労働力の確保に向けた総合的な支援を

実施するため、長野県、JA長野県グループ、長野県農業会議等が連携し

た協議体「ＪＡ長野県農業労働力支援センター」を、平成31年４月25日に

設置。

	 農業生産基盤の強化による、産地の維持・発展を図る。

　 相 談 対 象 者 　	 農業者等

　 相 談 担 当 者 　	 各ＪＡ　農業労働力相談員

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、来所による面接相談

　 問 合 せ 先 　	 相談時間　平日９時～１７時

団体名 住　所 TEL/FAX U R L 

JA長野八ヶ岳
〒384-1305 0267-78-7020

http://www.ja-yatugatake.iijan.or.jp/
南佐久郡南牧村野辺山 79-7 0267-91-0200 

JA佐 久 浅 間
〒385-8585 0267-78-6150

http://www.ja-sakuasama.iijan.or.jp/
佐久市猿久保 882 0267-68-1928 

JA信州うえだ
〒386-0004 0268-23-4084

https://www.ja-shinshuueda.iijan.or.jp/
上田市殿城 80 0268-23-5242 

JA信 州 諏 訪
〒391-8522 0266-75-8123

https://www.ja-suwa.iijan.or.jp/
茅野市仲町 24-4 0266-72-0103 

JA上 伊 那
〒396-8510 0265-96-8602

https://www.ja-kamiina.iijan.or.jp/
伊那市孤島 4291 0265-72-6107 

JAみなみ信州 
〒395-0192 0265-48-9700

https://www.ja-mis.iijan.or.jp/
飯田市鼎東鼎 281 0265-52-6960 

J A 木 曽
〒399-6101 0264-23-3310

https://www.ja-kiso.iijan.or.jp/
木曽郡木曽町日義 4613 0264-23-3101 

JA松本ハイランド
〒390-8555 0263-88-1300

https://www.ja-m.iijan.or.jp/
松本市南松本 1-2-16 0263-27-4880 

J A 洗 馬
〒399-6493 0263-52-4476

https://www.ja-seba.iijan.or.jp/
塩尻市大字洗馬 2720-3 0263-54-4441 

JAあ づ み
〒399-8211 0263-72-2933

http://www.ja-azm.iijan.or.jp/
安曇野市堀金烏川 2650-1 0263-72-8551 

J A 大 北
〒398-0002 0261-22-1842

https://www.ja-daihoku.iijan.or.jp/
大町市大町光明寺 3091-1 0261-23-3001 

JAグリーン長野
〒388-8007 026-292-0930

https://www.ja-grn.iijan.or.jp/
長野市篠ノ井布施高田 944-1 026-292-2240 

JA中 野 市
〒383-8588 0269-22-4221

https://www.ja-nakanoshi.iijan.or.jp/
中野市三好町 1-2-8 0269-22-7883 

JAな が の
〒380-0936 026-224-3703

https://www.ja-nagano.iijan.or.jp/
長野市大字中御所字岡田 131-14 026-224-0707

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 https://www.iijan.or.jp/　（ＪＡ長野県グループ）

　 担 　 当 　 課 　	 農政部農村振興課
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林業への新規就業、各種研修に関する相談

　 事 業 の 内 容 　	� 林業者や林業に就職を希望する方へ共同説明会を通じて林業事業体の紹

介や、林業で働く人たちの福利厚生の支援、就業者の各種研修、高性能

林業機械のレンタル事業等を行っています。

　 相 談 対 象 者 　	 林業者及び新規就業希望者等

　 相 談 担 当 者 　	 （一財）長野県林業労働財団業務課長

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、来所による面接相談

　 問 合 せ 先 　	 ○相談時間

	 　電話、面接ともに　平日　８：３０～１７：１５

	 ○一般財団法人長野県林業労働財団

	 　（長野県林業労働力確保支援センター）

	 　〒380-0936

	 　長野市岡田町30-16　長野県林業センター４階　　

	 　ＴＥＬ　０２６-２２５-６０８０

	 　ＦＡＸ　０２６-２２５-６５５７

	 ○業務内容

項　　目 業務内容

相談・支援事業
・�雇用管理の改善についての事業主・労務担当者等に
対する相談・支援
・林業へ就業しようとする者への相談・支援

研 修 事 業

・�雇用管理改善の自発的な取組みを促進するため事業
主、雇用管理者、労務担当者等を対象とした研修の
実施
・�林業への就業希望者を対象とした共同説明会、就業
支援講習会などの開催
・�林業就業者への各種技術研修の実施

　 担 　 当 　 課 　	 林務部信州の木活用課
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森林づくり相談窓口

　 事 業 の 内 容 　	� 森林所有者や林業者の方に対し森林施業等の林業に関する技術・知識の

普及指導や助言を行います。

　 相 談 対 象 者 　	 森林所有者及び林業者等

　 相 談 担 当 者 　	 地域振興局林務課職員

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、来所による面接相談

　 問 合 せ 先 　	 ○相談時間　　電話、面接ともに　平日　８：３０～１７：１５

	 ○地域振興局林務課の連絡先　

佐久地域振興局林務課 電話　０２６７-６３-３１５２
メールアドレス　sakuchi-rimmu@pref.nagano.lg.jp

上田地域振興局林務課 電話　０２６８-２５-７１３７
メールアドレス　uedachi-rimmu@pref.nagano.lg.jp

諏訪地域振興局林務課 電話　０２６６-５７-２９１９
メールアドレス　suwachi-rimmu@pref.nagano.lg.jp

上伊那地域振興局林務課 電話　０２６５-７６-６８２３
メールアドレス　kamichi-rimmu@pref.nagano.lg.jp

南信州地域振興局林務課 電話　０２６５-５３-０４２３
メールアドレス　minamichi-rimmu@pref.nagano.lg.jp

木曽地域振興局林務課 電話　０２６４-２５-２２２４
メールアドレス　kisochi-rimmu@pref.nagano.lg.jp

松本地域振興局林務課 電話　０２６３-４０-１９２６
メールアドレス　matsuchi-rimmu@pref.nagano.lg.jp

北アルプス地域振興局林務課 電話　０２６１-２３-６５１９
メールアドレス　kitachi-rimmu@pref.nagano.lg.jp

長野地域振興局林務課 電話　０２６-２３４-９５２１
メールアドレス　nagachi-rimmu@pref.nagano.lg.jp

北信地域振興局林務課 電話　０２６９-２３-０２１５
メールアドレス　hokuchi-rimmu@pref.nagano.lg.jp

	 　※施設所在地は７２ページ参照

　 担 　 当 　 課 　	 林務部信州の木活用課



64 65

人権問題
全 般

同和問題

外 国 人
県 民

女性・男性・
性的マイノリティ

子ども・
若 者

高 齢 者

障がい者

精神保健
／ 医 療

福祉全般

HIV感染者
等・ハンセン
病元患者等

犯 罪
被害者等

刑を終えて
出所した人

消　 費

交通事故

教育関係

住　 居

法　 律

労 働・
雇 用

産　 業

警察関係

税 金・
公共料金

関連情報

索　 引

警察安全相談

　 事 業 の 内 容 　	 ・犯罪等による被害の未然防止など安全と平穏に関する相談 

	 ・配偶者からの暴力(ＤＶ)、ストーカー被害等に関する相談

　 相 談 対 象 者 　	 全県民

　 相 談 担 当 者 　	 警察職員、警察安全相談員

　 相 談 の 方 法 　	 電話・面接相談

　 問 合 せ 先 　	 ○警察本部警務部広報相談課警察安全相談窓口

	 　・相談専用電話　０２６-２３３-９１１０

	 　　プッシュ回線からは短縮ダイヤル「♯９１１０」

	 　　土日祝日を除く８：３０～１７：１５

	 　・面接相談　土日祝日を除く８：３０～１７：１５

	 ○県下警察署(電話・面接)

	 　�警察安全相談窓口は、県下の各警察署でも開設しており、警察署生活安全担

当部署、交番・駐在所でも対応します。

　 施 設 所 在 地 　	 県庁内（７２ページ参照）

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 県警ホームページ

	 https://www.pref.nagano.lg.jp/police/soudan/seian/index.html

　 担 　 当 　 課 　	 警察本部警務部広報相談課

性犯罪の被害に関する相談

　 事 業 の 内 容 　	� 性犯罪の被害に遭われた方からの被害相談及び再被害防止、事件化のためのア

ドバイス等の実施

　 相 談 対 象 者 　	 性犯罪被害に遭われた方及びその家族等

　 相 談 担 当 者 　	 警察官

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、来所による面接相談

　 問 合 せ 先 　	 性犯罪被害ダイヤルサポート１１０

	 ・電話　０１２０－０３７－５５５

	 　プッシュ回線からは短縮ダイヤル「＃８１０３」

	 ・相談受付時間　２４時間受付

	 　�警察官等が対応（可能な限り相談者の希望する性別の警察官等が対応）。匿名

でも相談可能。

　 施 設 所 在 地 　	 県庁内（７２ページ参照）

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 県警ホームページ

	 https://www.pref.nagano.lg.jp/police/

　 担 　 当 　 課 　	 警察本部刑事部捜査第一課



65

人権問題
全 般

同和問題

外 国 人
県 民

女性・男性・
性的マイノリティ

子ども・
若 者

高 齢 者

障がい者

精神保健
／ 医 療

福祉全般

HIV感染者
等・ハンセン
病元患者等

犯 罪
被害者等

刑を終えて
出所した人

消　 費

交通事故

教育関係

住　 居

法　 律

労 働・
雇 用

産　 業

警察関係

税 金・
公共料金

関連情報

索　 引

非行問題やいじめなどの少年に関する悩みごとの相談

　 事 業 の 内 容 　	� 非行問題、いじめ等学校問題、児童虐待等家庭問題、交友問題、犯罪被害、家
出等、２０歳未満の少年問題に関する相談対応

　 相 談 対 象 者 　	 少年自身、保護者等
　 相 談 担 当 者 　	 少年相談専門職員（臨床心理士（警察本部内））、警察官
　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、来所による面接相談
　 問 合 せ 先 　	 少年サポートセンター

「ヤングテレホン」　０２６-２３２-４９７０	 (警察本部内)
　　　　　　　　　受付時間：毎日（２４時間）※執務時間以外は当直が対応
　　　　　　　　　０２６-２４１-０７８３　(長野中央警察署内)
　　　　　　　　　０２６３-２５- ０７８３　(松本警察署内)
　　　　　　　　　０２６８-２３- ０７８３　(上田警察署内)
　　　　　　　　　０２６５-７７- ０７８３　(伊那警察署内)
　　　　　　　　　受付時間：平日　８：３０～１７：１５
　　　　　　　　　夜間・休日は留守番電話で対応
　　　　　　　　　本部・署いずれも、面接相談は、原則として電話申し込み

　 施 設 所 在 地 　	 県庁内（７２ページ参照）　他
　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 県警ホームページ
	 https://www.pref.nagano.lg.jp/police/
　 担 　 当 　 課 　	 警察本部生活安全部生活安全企画課

非行や親子関係、学校適応などについてお困りの方の相談

　 事 業 の 内 容 　	� 非行・犯罪などの問題行動、親子関係、職場や学校などでのトラブル、交友関
係に関することなどの相談への対応

　 相 談 対 象 者 　	� 子どもから大人まで年齢に関係なくお受けしています。また、本人、家族のみ
ならず、少年の健全育成に携わられている方や、地域における非行・犯罪の防
止活動に取り組まれている方の相談にも応じています。

　 相 談 担 当 者 　	 法務技官（心理）（法務省の心理専門職員）、法務教官（法務省の教育専門職員）
　 相 談 の 方 法 　	� 来所による面接相談のほか、遠方等の理由で来所が難しい場合、電話相談、オ

ンラインによる面接も可能です（要相談）。相談内容に応じて心理検査等を実施
した場合は、その結果を分かりやすくお伝えしています。相談は無料で、相談
内容等秘密は守られます。

	� 学校の先生方や保護者の方、少年の健全育成に関わる機関・団体の方向けの講演・
研修や法教育等も行っています。

　 問 合 せ 先 　	 法務少年支援センター長野　善光寺下の青少年心理相談室
	 ０２６－２３７－１１２３
	 受付時間：平日　９：００～１７：００（１２：１５～１３：００を除く）
	 面接相談は、原則として電話で予約をお願いします。
　 施 設 所 在 地 　	 長野市三輪５－４６－１４
　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 法務省ホームページ
	 http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei29_00001.html
	 法務少年支援センターホームページ
	 http://www.moj.go.jp/KYOUSEI/KANBETU/
　	 ※ホームページ内のフォームから、メールによるご相談が可能です。
　 担 　 当 　 課 　	 長野少年鑑別所鑑別部門（考査）
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暴力追放ダイヤル

　 事 業 の 内 容 　	 ・暴力団による犯罪に関する相談対応

	 ・暴力団員の離脱相談対応等、暴力団関連相談全般に対応

　 相 談 対 象 者 　	 対象を問わず

　 相 談 担 当 者 　	 組織犯罪対策課の担当職員

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談

　 問 合 せ 先 　	 ・暴力追放ダイヤル　０２６-２３５-１２２４

	 ・相談受付時間　２４時間（夜間・休日は警察本部当直員が対応）

	 ・予約の必要なし

　 施 設 所 在 地 　	 県庁内（７２ページ参照）

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	 県警ホームページ

	 https://www.pref.nagano.lg.jp/police/

　 担 　 当 　 課 　	 警察本部刑事部組織犯罪対策課（暴力団排除推進室）

【（公財）長野県暴力追放県民センター】　電話・面接相談

　 事 業 の 内 容 　	 ・暴力団等反社会的勢力からの被害・困りごと相談対応

	 ・暴力団員の社会復帰相談等、暴力団等反社会的勢力関連相談全般に対応

　 相 談 対 象 者 　	 制限はありません。

　 相 談 担 当 者 　	 暴力追放県民センターの役職員等（暴力追放相談委員）

　 相 談 の 方 法 　	 電話相談、来所による面接相談等

	 ※�必要があれば、センター顧問弁護士と職員が出張して相談に応じる制

度あり（弁護士料は初回無料）

　 問 合 せ 先 　	 ・相談電話　　　　０２６-２３
ミゴ ト

５- ２
ツ イ ホ ウ

１４０

	 ・相談受付時間　　土・日・祝日等を除く、９：００～１６：３０

	 ・面接相談については、相談者の重複防止のため予約（時間調整）を要する

	 ・E-mail ： boutsui@mx2.avis.ne.jp

　 施 設 所 在 地 　	 長野市大字南長野南県町６８５番地２

	 （公財）長野県暴力追放県民センター

　 担 　 当 　 課 　	 センター独自事業（担当：警察本部組織犯罪対策課）
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盗難被害者に対する課税上の措置

　 事 業 の 内 容 　	 １　住民税（個人県民税・市町村民税）の雑損控除　

(1)内容 納税義務者等の有する資産が盗難等により損失を生じた場合、
一定の金額を雑損控除として総所得金額等から控除する。

(2)対象者
ア　納税義務者
イ　�納税義務者と生計を一にする配偶者その他親族で、前年の
所得が４８万円以下の者

(3)対象資産

ア　控除対象となる資産
　　生活に通常必要な資産
イ　控除対象とならない資産
　　・宝石、貴金属、書画、こっとう品、美術工芸品等
　　　（一個又は一組の価額が30万円を超えるもの）
　　・棚卸資産
　　・事業用固定資産等

	 ※�所得税についても同様の制度があります。詳細については最寄りの税務署に

お問い合わせください。

	 ２　自動車税（種別割）の課税保留

(1)内容 納税義務者の有する自動車が盗難の被害を受けた場合、自動車
税（種別割）の課税を盗難の被害を受けた月の翌月以降保留する。

(2)対象者 自動車の盗難被害を受けた者（納税義務者）

(3)要件 盗難被害を受けた日から、３か月以上経過しても発見されないこと。

(4)手続
下記の書類を県税事務所窓口に提出する。
・ 自動車現況申立書
・ 被害届があることを証する警察署長の証明書

　 問 合 せ 先 　	 ○上記１について

	 　各市町村住民税担当課

	 ○上記２について

	 　各県税事務所（所在地は７２ページ参照）

総 合 ０２６-２３４-９５０５

総 合 北 信 ０２６９-２３-０２０４

東 信 ０２６７-６３-３１３５

東 信 上田 ０２６８-２５-７１１７

南 信 ０２６５-７６-６８０５

南 信 諏 訪 ０２６６-５７-２９０５

南 信 飯田 ０２６５-５３-０４０５

中 信 ０２６３-４０-１９０５

中 信 木 曽 ０２６４-２５-２２１６

中信 大 町 ０２６１-２３-６５０５

	 　受付時間　平日　８：３０～１７：１５

　 担 　 当 　 課 　	 企画振興部市町村課、総務部税務課
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障がい者に対する自動車税（環境性能割・種別割）・軽自動車税（環
境性能割）の減免措置

　 事 業 の 内 容 　	

1　減免内容 自動車税（環境性能割・種別割）・軽自動車税（環境性能割）の減免

2　減免要件 ４月１日午前０時時点で次の各要件を全て満たすこと。
(1)障がい要件
　  �身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳を
所持し、かつ一定の障がい等級に該当すること。

(2)使用要件
　  �次のいずれかの用途で自動車を使用していること。
　  �ア　障がい者本人が運転し使用していること。
　  �イ�　障がい者の通院・通学・通勤などの送迎や日常生活における外出のため、

障がい者と生計を一にする者が運転し使用していること。
　  �ウ�　障がい者（障がい者等のみの世帯に限る）の通院・通学・通勤などの送

迎や日常生活における外出のため、障がい者を日常的に介護する者が運転
し使用していること。

(3)所有要件
　  �障がい者本人が所有する自動車
　  �（自家用の自動車１台に限る）
　  �※�18歳未満の身体障がい者、知的又は精神障がい者の場合は、障がい者と

生計を一にする方が所有する自動車も減免対象となります。

3 申請書類等 (1)提出書類 
　  �ア　減免申請書
　  �イ　同一生計証明書
　 　　 �（障がい者と生計を一にする者が運転等する場合）
　  �ウ　身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者及び日常的介護
者の証明書

　　　  �〔障がい者等のみで構成される世帯の障がい者を日常的に介護する者が
運転する場合〕

(2)持参書類等
　  �ア　障害者手帳等（原本）
　  �イ　自動車検査証
　　　  写しでも可ですが、その場合は提出をお願いします
　  �ウ　運転免許証又はマイナ免許証
　　　  �〔運転免許証は、表裏両面の写しでも可ですが、その場合は提出をお願

いします〕
　  �エ　マイナンバー（個人番号）に関する書類
　　　  （ア）�マイナンバーカード、通知カード又はマイナンバーが記載された住

民票（写）
　　　  （イ）身元確認書類
　　　  ※�通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は、正

しく変更手続きがとられている場合に限り利用可能です。詳しくは次
頁の問合せ先にご確認下さい。

(3)その他
　・�障がいのある方ご本人が運転する場合、受付時に運転の確認をさせていた
だく場合があります。また、運転免許証条件欄に条件が記載されている場合
（「アクセル、ブレーキ手動式」等）は申請車両を確認させていただきます。

　・�住所･氏名等が変更になっている場合は、障害者手帳、自動車検査証及び
運転免許証の変更手続きを済ませた上で申請してください。
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4　申請期限 【自動車税（種別割）】
(1)４月１日午前０時時点で減免要件を全て満たす場合
　　納期限まで
　　※�申請期限後に申請があった場合は、申請日の属する月の翌月から月割り

で減免になります。
(2)年度の途中で減免要件に該当することになった場合
　　減免要件に該当することになった日から30日以内
　　※�30日を超えた場合は、申請日の属する月の翌月から月割りで減免になり

ます。
【自動車税（環境性能割）・軽自動車税（環境性能割）】
　自動車の登録日から30日以内
　※ 30日を超えた場合は減免になりません。

5　申請先 各県税事務所　窓口

	 ※ 軽自動車税（種別割）については、市町村へお問い合わせください。

　 問 合 せ 先 　	 各県税事務所（所在地は７２ページ参照）

総 合 ０２６-２３４-９５０５

総 合 北 信 ０２６９-２３-０２０４

東 信 ０２６７-６３-３１３５

東 信 上 田 ０２６８-２５-７１１７

南 信 ０２６５-７６-６８０５

南 信 諏 訪 ０２６６-５７-２９０５

南 信 飯 田 ０２６５-５３-０４０５

中 信 ０２６３-４０-１９０５

中 信 木 曽 ０２６４-２５-２２１６

中 信 大 町 ０２６１-２３-６５０５

	 受付時間　平日　８：３０～１７：１５

　 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 　	� https://www.pref.nagano.lg.jp/zeimu/kurashi/kenze/aramashi/

aramashi/shogaisha/index.html

　 担 　 当 　 課 　	 総務部税務課
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県営水道料金の減免措置

　　県営水道給水区域：長野市（篠ノ井、川中島、更北、信更地区の一部）

　　　　　　　　　　　上田市（塩田、川西地区の一部）

　　　　　　　　　　　千曲市（桑原、八幡地区を除く）

　　　　　　　　　　　坂城町

　 事 業 の 内 容 　	 生活保護世帯又は母子・父子世帯の方に対する減免
	 (1)減免措置の概要
	  　�生活保護世帯又は母子･父子世帯で、水道メーターの口径が13mmで

ある場合について、申請に基づき基本料金を２分の１（706円）とする。
	 (2)根拠法令
	  　県営水道条例(昭和38年３月22日条例第17号）
	  　第22条別表第２(1)
	 　  �「生活保護法の規定により現に保護を受けている使用者又は母子及び

父子並びに寡婦福祉法第６条第６項に規定する配偶者のない者で現
に児童を扶養している者である使用者（管理者が別に定める者に限
る。）の使用に係る水道メーターの口径が13mmである場合における
基本料金を706円（半額）とする。」

	 　  （最終改正：令和元年10月１日）
	 (3)対象者
	  　�県営水道を使用する次の者のうち、使用する水道メーターの口径が

13mmである者
	  　県営水道条例施行規程（昭和38年３月28日公営企業管理規程第10号）

対 象 区 分 対象となる要件

(1)生活保護世帯 生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定により現
に 保護を受けている者である使用者（第９条の２）

(2)母子･父子世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第
129号）第６条第６項に規定する配偶者のない者で現
に児童を扶養しているものである使用者であって、次
の各号の一つに該当する者又はこれに準ずる者（第９
条の３）
①　児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）
　第４条の規定により現に児童扶養手当の支給を受け
ている者
②　特別児童扶養手当等の支給に関する法律
　（昭和39年法律第134号）第３条の規定により、現
に特別児童扶養手当の支給を受けている者

(3)共用給水装置
による使用者の場
合

上記(1)又は(2)に該当する者で、共同住宅等におい
て共用給水装置を使用する使用者の場合は、当該共
用給水装置を使用する全部の者が生活保護世帯又は
母子・父子世帯のいずれかに該当する場合に限って適
用する。
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	 (4)申請の方法

	 　  �「低額基本料金適用申出書（県営水道条例施行規程様式第10号）」に、

適用要件に係る市町長（または地域振興局長）の証明書（生活保護受給

者証など）を添付し、所管する水道管理事務所に提出する。

	 　 ※�「申請書」は長野県ホームページからダウンロード又は所管する水

道管理事務所から入手してください。

　 問 合 せ 先 　	 各水道管理事務所または水道事業課

	 ・上田水道管理事務所　０２６８-２２- ２１１０

	 　〒386-0032　上田市諏訪形613

	 ・川中島水道管理事務所　０２６-２８４-１７００

	 　〒381-2231　長野市川中島町四ツ屋100

	 ・企業局水道事業課 　０２６-２３５-７３８１

	 　県庁７階（７２ページ参照）

　 担 　 当 　 課 　	 企業局水道事業課
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【主な県機関所在地】

○長野県庁

　〒380-8570　長野市大字南長野字幅下692-2

○地域振興局

佐 久 地 域 振 興 局 〒385-8533 佐久市跡部65-1　佐久合同庁舎内

上 田 地 域 振 興 局 〒386-8555 上田市材木町1-2-6　上田合同庁舎内

諏 訪 地 域 振 興 局 〒392-8601 諏訪市上川１丁目1644-10　諏訪合同庁舎内

上伊那地域振興局 〒396-8666 伊那市荒井3497　伊那合同庁舎内

南信州地域振興局 〒395-0034 飯田市追手町２丁目678　飯田合同庁舎内

木 曽 地 域 振 興 局 〒397-8550 木曽郡木曽町福島2757-1　木曽合同庁舎内

松 本 地 域 振 興 局 〒390-0852 松本市大字島立1020　松本合同庁舎内

北アルプス地域振興局 〒398-8602 大町市大町1058-2　大町合同庁舎内

長 野 地 域 振 興 局 〒380-0836 長野市大字南長野南県町686-1　長野合同庁舎内

北 信 地 域 振 興 局 〒383-8515 中野市壁田955　北信合同庁舎内

○県税事務所

総 合 県 税 事 務 所 〒380-0836 長野市大字南長野南県町686-1　長野合同庁舎内

総 合 県 税 事 務 所
　 北 信 事 務 所 〒383-8515 中野市壁田955　北信合同庁舎内

東 信 県 税 事 務 所 〒385-8533 佐久市跡部65-1　佐久合同庁舎内

東 信 県 税 事 務 所
　 上 田 事 務 所 〒386-8555 上田市材木町1-2-6　上田合同庁舎内

南 信 県 税 事 務 所 〒396-8666 伊那市荒井3497　伊那合同庁舎内

南 信 県 税 事 務 所
　 諏 訪 事 務 所 〒392-8601 諏訪市上川１丁目1644-10　諏訪合同庁舎内

南 信 県 税 事 務 所
　 飯 田 事 務 所 〒395-0034 飯田市追手町２丁目678　飯田合同庁舎内

中 信 県 税 事 務 所 〒390-0852 松本市大字島立1020　松本合同庁舎内

中 信 県 税 事 務 所
　 木 曽 事 務 所 〒397-8550 木曽郡木曽町福島2757-1　木曽合同庁舎内

中 信 県 税 事 務 所
　 大 町 事 務 所 〒398-8602 大町市大町1058-2　大町合同庁舎内
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○県保健福祉事務所（福祉事務所）

佐久保健福祉事務所
（佐久福祉事務所） 〒385-8533 佐久市跡部65-1　佐久合同庁舎内

上田保健福祉事務所
（小県福祉事務所） 〒386-8555 上田市材木町1-2-6　上田合同庁舎内

諏訪保健福祉事務所
（諏訪福祉事務所） 〒392-8601 諏訪市上川１丁目1644-10　諏訪合同庁舎内

伊那保健福祉事務所
(上伊那福祉事務所) 〒396-8666 伊那市荒井3497　伊那合同庁舎内

飯田保健福祉事務所
(下伊那福祉事務所） 〒395-0034 飯田市追手町２丁目678　飯田合同庁舎内

木曽保健福祉事務所
（木曽福祉事務所） 〒397-8550 木曽郡木曽町福島2757-1　木曽合同庁舎内

松本保健福祉事務所
（松本福祉事務所） 〒390-0852 松本市大字島立1020　松本合同庁舎内

大町保健福祉事務所
(北安曇福祉事務所) 〒398-8602 大町市大町1058-2　大町合同庁舎内

長野保健福祉事務所
（長野福祉事務所） 〒380-0936 長野市中御所岡田98-1

北信保健福祉事務所
（北信福祉事務所） 〒389-2255 飯山市大字静間1340-1

○県建設事務所

佐 久 建 設 事 務 所
佐 久 北 部 事 務 所 〒385-8533 佐久市跡部65-1　佐久合同庁舎内

上 田 建 設 事 務 所 〒386-8555 上田市材木町1-2-6　上田合同庁舎内

諏 訪 建 設 事 務 所 〒392-8601 諏訪市上川１丁目1644-10　諏訪合同庁舎内

伊 那 建 設 事 務 所 〒396-8666 伊那市荒井3497　伊那合同庁舎内

飯 田 建 設 事 務 所 〒395-0034 飯田市追手町２丁目678　飯田合同庁舎内

木 曽 建 設 事 務 所 〒397-8550 木曽郡木曽町福島2757-1　木曽合同庁舎内

松 本 建 設 事 務 所 〒390-0852 松本市大字島立1020　松本合同庁舎内

大 町 建 設 事 務 所 〒398-8602 大町市大町1058-2　大町合同庁舎内

長 野 建 設 事 務 所 〒380-0836 長野市大字南長野南県町686-1　長野合同庁舎内

北 信 建 設 事 務 所 〒383-8515 中野市壁田955　北信合同庁舎内

○教育事務所

東 信 教 育 事 務 所 〒384-0006 小諸市与良町６丁目5-5

南 信 教 育 事 務 所 〒396-8666 伊那市荒井3497　伊那合同庁舎内

南 信 教 育 事 務 所
　 飯 田 事 務 所 〒395-0034 飯田市追手町２丁目678　飯田合同庁舎内

中 信 教 育 事 務 所 〒390-0852 松本市大字島立1020　松本合同庁舎内

北 信 教 育 事 務 所 〒380-0836 長野市大字南長野南県町686-1　長野合同庁舎内
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《　索　引　》

【あ行】
あいとぴあ������������5,10

育児休業������������� 52

いじめ������ 2,12,13,40,50,52,65

依存��������������� 25

医療�������������� 26,27

エイズ�������������� 32

ＮＰＯ�������������� 57

【か行】
介護�������������� 16,52

外国人������������ 4,47,54

架空請求������������� 38

覚醒剤�������������� 28

家庭福祉������������� 6,9

寡婦������������� 9,43,70

虐待����������11,12,16,22,65

求職���������� 9,48,49,54,56

教育�������������40,41,42

経営�������������� 58,59

警察����������� 33,64,65,66

警察安全相談����������� 64

県営住宅������������ 43,44

県営水道������������� 70

公共料金������������� 70

更生緊急保護����������� 37

交通事故������������� 39

高齢者������15,16,17,25,31,43,54

心の健康������������� 25

子ども������ 2,10,11,12,13,14,27

婚活���������������� 7

【さ行】
失業��������������� 49

児童����� 10,11,12,13,14,40,41,65

児童虐待������������ 11,65

児童相談所������������ 11

自動車税�����������67,68,69

就職・就労�� 5,6,18,29,30,48,49,54,62

住居��������������� 43

授業料軽減������������ 42

障がい者

� 18,19,20,21,22,23,24,25,31,43,48,68

奨学金�������������� 42

少年�������������� 36,65

消費生活������������� 38

女性�������� 2,5,6,7,8,10,48,52

ジョブカフェ信州��������� 49

人権相談��������� 1,2,10,14,41

森林づくり������������ 63

ストーカー������������ 64

生活福祉資金����������� 31

生活保護������������ 43,70

税金�������������67,68,69

性感染症������������� 32

精神保健������������� 25

性的マイノリティ��������� 10

性犯罪・性暴力�������� 6,37,64

創業�������������� 47,59
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【た行】
体罰���������������2,12

多重債務������������� 38

多文化共生相談センター������� 4

男女の雇用機会均等�������� 52

中国帰国者����������� 43,48

ＤＶ����������� 5,6,11,43,64

盗難被害������������� 67

同和問題�������������� 3

特別支援学校���������� 41,42

【な行】
難聴��������������� 27

難病��������������� 27

農業�������������� 60,61

【は行】
パーソナル・サポート������ 29,30

パートタイム����������� 52

発達障がい����������13,18,48

ハローワーク������� 48,49,54,55

犯罪被害者����� 33,34,35,36,43,44

ハンセン病������������ 32

被害者緊急支援金��������� 34

ひきこもり����������14,25,48

非行�������������11,12,65

ひとり親家庭�����������9,48

福祉人材������������� 56

父子世帯・家庭�������9,43,48,70

不登校������������� 13,40

不妊・不育専門相談��������� 8

フリーター������������ 49

保育士・保育所���������� 56

法テラス������������ 35,45

法律相談������������5,6,45

暴力団�������������� 66

母子世帯・家庭�������9,43,48,70

ほじょ犬������������� 24

【ま行】
民事法律扶助����������� 45

無料職業紹介����������� 56

【や行】
薬物依存・乱用��������� 25,28

優先入居������������ 43,44

ＵIJターン������������� 48

【ら行】
林業�������������� 62,63

労災保険������������ 39,53

労働相談�����46,50,51,52,53,54,55

労働紛争������������ 50,52
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人権啓発センター利用の御案内
○パネルの展示
　私たちの生活の身近にある人権課題を分かりやすく説明したパネル展示を行っています。

○学習会へ講師を派遣
　�公民館、企業・職場等で人権学習会を開催する場合に、センター相談員が講師をいたします。県内
どこへでも無料で出向きますので、ご利用ください。

○センターでの学習会の開催
　事前のお申し込みによりセンターでの人権学習会を随時行っています。

○人権啓発資料の貸出
　�当センターで所有しているＤＶＤ、ビデオ、展示パネルの貸出を行っています。（学校や地域、企
業や職場での人権学習会に利用されています。）
　利用は無料ですが、送料は利用者負担となります。

○人権相談
　�困りごと、悩みごとなど一人で悩まないでご相談ください。電話相談を行っています。相談は無料、
秘密は固く守られますので、安心して相談が受けられます。
<相談専用電話>
　０２６－２７４－３２３２

<問合せ・申込先>
　長野県人権啓発センター
　〒３８７－０００７
　千曲市屋代２６０－６　長野県立歴史館内
　０２６－２７４－２３０６
　０２６－２７４－３２３２（人権相談専用電話）

個別相談窓口がわからない場合など、

人権問題全般についてご不明な点等は

下記までお問い合わせください。

長野県県民文化部人権・男女共同参画課
〒380-8570　長野市大字南長野字幅下692-2
電 　 話　026-235-7106 
ファックス　026-235-7284
電子メール　jinken-danjo@pref.nagano.lg.jp

（令和７年７月作成）



この印刷物は、「グリーン購入法」で推奨されている
『水なし印刷』で印刷されています。
有害な廃棄物を出さず、環境に配慮した印刷物です。

人 権 に 関 わ る
県民支援相談窓口
ハ ン ド ブ ッ ク

本冊子は、人権に関わる市町村・関係団体
等の相談業務の参考としていただくため、
幅広く県民の支援につながる県・国等の
関係相談窓口及び事業を掲載しました。

長野県人権啓発活動ネットワーク協議会
長野県  県民文化部  人権・男女共同参画課

令和７年度版

みんなに居場所と
出番をつくる

みんなに居場所と
出番をつくる




